
         平成１４年第１回取手市議会定例会議事日程（第３号） 

                         平成１４年３月８日  午前１０時開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 一般質問 



 

                 議事の経過       

   ○ 

                午前１０時０２分開議 

 ○議長（関根豊君）  ただいまの出席議員は２３名で、定足数に達しております。 

 遅刻届、２０番星正博君、２３番小笠原俊郎君、欠席届が２２番大野圭一君。 

 これより本日の会議を開き、議事日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   ○ 

 会議録署名議員の指名 

 

 ○議長（関根豊君）  会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において、 

     １７番  染 谷 茂 夫 君 

     １９番  貫 井   徹 君 

を指名いたします。 

 日程第２、一般質問を行います。 

   ○ 

 一般質問 

 

 ○議長（関根豊君）  質問通告順に従い、順次質問を許します。 

 まずは１１番稲葉利一君。 

               〔１１番稲葉利一君登壇〕 

 ○１１番（稲葉利一君）  おはようございます。１１番稲葉利一でございます。私は、２点

ほど通告をしております。 

 まず最初、ＰＦＩの事業経過についてでございますけれども、私の資料としても余りよくわか

らない点がたくさんございまして、ぜひともここで市長にお伺いしたいと思っております。 

 私は、前回にも質問をいたしましたけれども、駅前保育所の設置ということで、どういうふう

にこのプラン設計に入っておるかいないかということで、ちょっと質問をしたいと思っておりま

す。設計プランのことですけれども、行政サービス施設はあるんですが、どういうものが入るか、

それから商業スペースとしてはどういうふうなテナントが入るか、そういうことでちょっとお聞

きしたいと思っております。 

 それから２点目は、きのうも２名の議員さんから質問が出ておりますけれども、精神障害者の

作業所作製ということで市長に質問をしていきたいと思っております。 

 茨城県の場合は、知的、それから身体、それから今度の精神障害者の方々の訓練施設といいま

すか、それが大分おくれております。特に取手の場合は、やっと知的障害とか、身体障害者の施

設が設立されておりますけれども、また、この精神障害者の方々は、茨城県でもまだ大分数が少



なく、共同作業所がまだつくられておりません。私は、ことしの年度としても、予算は立ててお

りませんけれども、民間の建物をもしその準備期間として、建物を借用して開設することはどう

かなということで市長にお伺いしてみたいと思っております。 

 新しくつくるということも、場所的にも、それから資金的にも大変なことでございますので、

もし民間のところがあれば、ぜひ借用をして、そこでとりあえず準備というか、新しく作業所が

建設されるまで、そこを借用したらいいんではないかなと私は考えております。茨城県の場合も

大分いろいろなところで、各市町村でも建物を借用して共同作業所を設立しているところも大分

ございます。障害者ということは、地域的にも昔からの気持ち的なもので、やはり地域の理解を

得なければなかなか作業所ということは難しいとは思いますけれども、きょうも障害者の方の御

父兄の方がお見えになっておられますけれども、心の病気ということで、私たちは精神病という

ことは、どうも怖いというイメージでございます。確かに大阪の方でああいう事件がございまし

たので、難しい問題だとは思いますけれども、作業所に通所できるという方は、いろいろな先生

なり、保健所等の認可を得て通所できるような方を考えているようなことでございます。ぜひひ

とつ何かの形で早急に、新築ということはまだまだ難しい面でございますけれども、ぜひ精神障

害者の作業所というものを何かの形で一つ設立したらよろしいんではないかなと思うわけでござ

います。ぜひひとつ市長の明快な御答弁をお願いしまして、第１回目の質問を終わらせていただ

きます。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  稲葉利一議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 

 第１点は、ＰＦＩの内容といいましょうか、経営及び進捗状況ということでの内容はどんなも

のなのかと。行政サービス、あるいはテナント等はどんな位置づけになっているのかなと、こう

いう御趣旨のようでありますが、今までの全員協議会、あるいはまた御質問等においても、その

都度お答えも申し上げてきましたが、９グループ、５０数社の皆さんがそれぞれ立派な計画とい

いましょうか、ＰＦＩに寄せる熱意が示された中で、最終的に新日鐡グループの方がこれの実施

に当たるということでありまして、そうしたグループの中での提案されてきたものは、もとより

駐車場、駐輪場を主にした取り組みであったものが、せっかくの土地利用ということで、複合ビ

ルという上乗せをされたわけであります。ですから、駐輪、駐車というのが主でありますから、

これについての主たる取り組みの中で、上のといいましょうか、複合ビルの方については、しか

るべく行政の側におきましても、皆さんのサービス業務としてお役に立てられるものをと、こう

いうことで取り組んでいるところでもございます。おおむねのところ、基本的なものとして先方

さんも、上には商業店舗をということでもありますが、そうしたものも今日の低迷を続けている

経済情勢の中ですから、しっかりとした見通しの持てるものをというようなことで、今、そうし

たテナントの方も進められているということであります。 

 行政の方といたしましても、いろいろなことは考えられるのでありますが、いずれにしまして

も制約された中ですから、本来ですと、いろいろ債務負担行為の中でも論議もありましたように、



総体的な経費というようなことも言われておりますけれども、しかし、経費もさることながら、

将来性ということでは、あれだけの立地環境ですから、できたら、目いっぱいの土地利用を図ら

れるならば、いろいろなものが検討できると。そうした好立地条件といいましょうか、すばらし

い立地条件が生かせられてもという希望と期待は持ってきているところでもあります。それでも

駐車場、駐輪場だけでなくて、制約の中ではありますけれども、上乗せされた分について有効な

今後の取り組みの中で進められるならば、市民サービスにも寄与できるだろうということで、フ

ロアの区切り方もございますから、そういう中でよりサービスの向上につながるもの、あるいは

少し広い目のフロアをつくって、多目的ホールのようなことにもなりましょうけれども、不採算

部門ですよね。かつて駅ビルにも、５階にありましたけれども、今はカルチャーセンターになっ

ております。なかなかああいった利用というのは、結構利用はされておりましても、経営者側か

らではやはり不採算部門だということで閉鎖をされ、別な形でカルチャーセンターのような取り

組みになっております。 

 ですから、市の場合でも、行政の場合はこれは採算ということについては、いろいろな面で集

客力に、あるいは吸引力に寄与できる相乗効果を発揮できるものということで今考えているとこ

ろでもあります。中には駅前の保育所というようなことも言われますけれども、これはこれとま

た別な、空きビル等、空き店舗等のことも含めて考えていきたいと、こんなことでもございます。 

 第２点は、精神障害者福祉の充実でありますが、きのうも岡部議員さん、加増議員さんのお二

方からもお話がありまして、岡部議員さんのときに御答弁申し上げましたように、そうした皆さ

んの現状をしっかり掌握をいたしまして、対応をしていきたいということであります。ただいま

も民間借用がよろしいだろうというお話であります。やはり新規のものというのは、なかなか言

葉だけが通って先送りになりますから、民間も、あるいは公共のものも含めて考えているという

ようなことを、きのうもそうしたものを含めた内容で答弁はしたところでもございます。ですか

ら、そうした利用可能なところをよく検討をしたいということであります。 

 と同時に、議員の方からもお話がありましたように、心の病気というものは、現状そうした方

の対応、そして社会復帰ということと相まって、なぜにそうなるのかという専門的な皆さん方の、

先生方の御教授などもいただきながら、ならないための、あるいは初期的な発見をどうするか、

総合的な中で皆さんのそうした現状にしっかりとした取り組みをしていかなくてはならない、こ

んなふうに考えております。 

 自然の持つ教育力ということも申し上げてきておるところでありますけれども、まさしく自然

は偉大な教室であると私は認識しております。きのうも触れましたように、そういう面ではやは

り伸び伸びとした環境の中で、そうした皆さんへの新たな取り組みがなされることがよろしいの

ではないかと、市長としては考えております。自然を守れ、山を守れといろいろ言われておりま

す。中にはがんを告知された皆さんが御一緒で登山をして、がんを克服したということもござい

ます。がんもやはり病気ではありますけれども、がんだということの告知された精神的な打撃、

衝撃は、御本人ならではのはかり知れないものがあろうと思います。そうしたものを乗り越える

ために登山をして、自分の人生観をしっかりとした方向に立ち直ったということもございます。



これもうつ病とも言われるほどに、ある日何かのことで御本人が、能力のある方々がそういうこ

とになるということですから、ぜひともそうした心の教育、イコール森の教育、自然の教育、農

業の持つ教育力、いろいろなものを総合的に対応されるような、言うならばどこにもあることで

すから、全国的には減反政策を取り入れた農作業塾のような中で、そうした皆さんの心の立ち直

りも大いに啓蒙していく必要があるのではないかなと、そんな思いもするところでもございます。

よろしく御理解をお願い申し上げます。 

 ○議長（関根豊君）  遅刻届のありました星正博君が出席いたしました。 

 １１番稲葉利一君。 

               〔１１番稲葉利一君登壇〕 

 ○１１番（稲葉利一君）  稲葉利一でございます。２回目の質問をさせていただきます。 

 ただいま市長の答弁の中から、私はこのＰＦＩの中に駅前保育所をつくったらどうかなという

ことで質問をいたしましたけれども、確かにいろいろな契約筋もあるかとは思いますけれども、

普通車が駐車スペースが３００台ということも考えておるようでございますけれども、実際にど

ういうふうな形でこういうふうな計算になったのかわかりませんけれども、経営の方は債務負担

行為といったって、５０億円で３０年ということで債務負担行為を起こすわけでございますから、

十分としっかりとやっていただきたいと思うわけでございます。 

 それと、先ほど市長の答弁の中でございますけれども、この中には駅前保育所は考えていない

と、別の角度で考えているという答弁でございましたので、ぜひ別な角度で、どの辺に考えてお

るのか、そういう点で再度質問をいたします。 

 それから、作業所設立計画でございますけれども、きのうも岡部議員と加増議員からの質問が

出ておりますけれども、何か市長は、どうも精神障害者に対して、もう少し積極的に作業所の建

設を進んでやっていただきたいなと思うわけでございます。家族の方は大分お疲れになっている

ことでございますので、ショートステイということもやはり考えたりしていったらいいんではな

いかなと思うわけでございます。ぜひもう少し積極的に市長は、なぜ病気にならないようにする

とかではなくて、そういう病気になったわけでございますので、ぜひとも行政の面で助けていた

だきたいなと思うわけでございます。 

 ２回目の質問をこれで終わりますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  再質問に御答弁申し上げます。 

 保育所の問題は、全国的にも駅前保育所ということもよく言われてきております。今日の女性

の社会進出、そしていろいろな面で利便性を図るためには、駅前が望ましいと。ですから、そう

いうことにつきましても、今日までも検討をされてきております。公設ということについては、

きのうの質問にも御答弁申し上げましたように、これからの各種の運営については、民間が望ま

しいだろう。しかも民間というのは従来とはかなり内容が高度な、品質の高い、高品質のものが

いろいろな分野において今競争的にお互いが取り組まれております。非常に内容が信頼とともに



高度な内容であるという評価が聞かれるところでもあります。ですから、そういうものも含めな

がら、さらにまた、うつ病との関連ということばかりではありませんけれども、やはり子供たち

には明るい環境、ただそこに手短な利便性だけでそこへ頼んでしまえばいいというよりも、やは

り三つ子の魂百までと言われるように、いい空気、明るい環境のそうした保育ということも望ま

れるわけでありますので、民間のいろいろな情報もございます。民間でもやりたいという方のお

話もありますので、その面もしっかりと進めていきたいと思っております。 

 なお、市長の答弁が積極的でないみたいなお話もありますが、いずれにしましても、こういう

ものは、あそこのあのものを使いたいんだと、あれを今やっているんだけれども、これをどうだ

とかという現実的なものの場合は、即それで対応やらありますけれども、ただいまの論議でもお

わかりのように、これからどういう形のものを望まれるかということでありますので、それは民

間の施設も十分に情報を入れて検討をし、さらにまた公共の施設の中でも可能性のあるものも検

討しながらというふうに御答弁申し上げた中で、そうならないための子供からあわせて考えるべ

きかなと。初期の発見もどうするのか、こういうこともお互いに心の問題ですから、微妙なとこ

ろがございますから、そういうところも気配りといいましょうか、心がけながら、配慮をしなが

らということでの取り組みも必要かなと、そういうことも申し上げた次第でもあります。 

 いずれにしましても、今、守谷と龍ヶ崎というようなことでありますが、龍ヶ崎の方はもとそ

うした関係の病院のところを利用されているということでもあり、守谷市の建物は、行政の利用

を考えて、行政の建物を改築ですか、そういうことで進められているということであります。私

の方にしましても、繰り返すようですけれども、十分にそうした、一番手っ取り早いわけですか

ら、新たにつくるというのは、また土地の選定やら建物、建物となりますとまた予算ということ

ですから、手っ取り早くするのには、今どこかにありましょう、必ずあると思いますから、そう 

いうものを早く見つけたいと思っております。どうぞよろしく御理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（関根豊君）  １１番稲葉利一君。 

               〔１１番稲葉利一君登壇〕 

 ○１１番（稲葉利一君）  まだ大分時間がございますので、三度目の質問をさせていただき

ます。 

 ただいまの市長の答弁でございますが、取手市内にもいろいろな障害者施設がございます。そ

れで１５年ということで設立をするということを市長は答弁してくださればありがたいんですが、

その前に準備ということで、緑寿荘とか、あけぼのということで、ああいう関連施設はどうかな

と思っているんですけれども、どういうふうに考えておられるのか。 

 それから、どうもＰＦＩのことのあれなんですけれども、今も具体的に駅前保育所の位置とか

なんかも具体的に答弁はございませんでしたけれども、どういう契約をなされたかわかりません

けれども、駐車場の台数ということで、これだけの台数を確保するということで、運営がどうい

うふうな形でいくのか。また、行政サービスの面で、フロアもございますけれども、そういう場

合に駐車料金とか、無料にするとか、いろいろな問題が出てくるのではないかなと私は思うんで

すけれども、お買い物に来られる場合でも、今どこのスーパーなり百貨店なりでも駐車料金は無



料でございます。私はこのフロアに保育所等をつくれば、若いお母さん方は十分に保育所に、シ

ョートステイで何時間でも預けて買い物をすれば、気持ちが子供を連れてなくても、コーヒーを

飲んだり、ちょっとしたあれでいいのではないかなと思うんですけれども、今の若いお母さん方

はどうしても外で働きたいということで、そういう施設があれば出生率もまた伸びるのではない

かなと。少子化対策の一つにも役立つのではないかなと私は思うのでございますが、そういうこ

とで再度質問をいたします。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  ＰＦＩの方は、今までも触れましたけれども、プライベート・ファ

イナンス・イニシアティブということでの新たな民間活力、民間のノウハウを地方自治体が取り

入れて、地方自治体の財源不足の中ですから、今必要なものをそこにつくろうと、こういうこと

でありまして、いわゆるコストの面で、民間のそうしたコスト意識というものが十分に働いた取

り組みと、こういうことだろうと思います。特に渋滞の多いところというようなことで、今まで

も取手駅西口は車の渋滞が余りにもひどいのではないかと、これをどうするんだと、こういうの

はずっと長い間宿題として抱えてきたわけでありまして、ならばそうした今までの宿題をここで

何とか実現しようと。しかし、景気はこのような状況ですから、行政がそれを建設するわけには

いきませんので、時たまたま法律の後ろ楯もございまして、そうした新たな仕組みが取り入れら

れるということで、今回も、言うならば民間ノウハウの導入とも言える事業を立ち上げたわけで

あります。 

 そして、運営というものについては、ＰＦＩ事業者が施設完成後には行政に移すということで

ありますが、しかし、管理運営というのは引き続き事業者に委託されるということが望まれてい

るところでだろうと思います。いずれにしても、行政はそうした必要なものは必要として進める

けれども、後の運営については、民活民営の中で進められる。そういうことでありまして、ぜひ

その辺も、内容的なものはこの前全協でもお話ししましたように、また時間もいただきながら、

十分に御説明も申し上げたいと思いますが、いずれにしましても、今まで御説明した内容であり

ますけれども、しっかりとした取り組みで今来ておりますし、今後もこうした交通渋滞の中です

から、そこにそうした宿題を整理しまして、明るい駅前ということであります。 

 保育所につきましても、民営でどなたか、稲葉議員さんの方でこうした人があるということで

あれば、またこちらの方にも御相談をいただきながら、行政が保育所をつくるというのではなく

て、そうしたスペースはかなり固まってはおりますけれども、スペースをこちらで用意をして、

民営でなされる方にそうした取り組みを進められることが望ましいと、このようでありますので、

よろしく御理解いただきたいと思います。 

 ○議長（関根豊君）  次に、１７番染谷茂夫君。 

               〔１７番染谷茂夫君登壇〕 

 ○１７番（染谷茂夫君）  １７番染谷茂夫でございます。通告に従いまして２点ほど質問を

させていただきます。 



 今回は教育問題と環境問題、特にごみ問題でございます。 

 教育をめぐる問題につきましては、完全学校週５日制がこの４月から実施されるわけでござい

ますが、それを受けまして本当にゆとりと豊かさのある教育実現について、その教育条件整備を

するのが行政の役目であろうというふうに思いますので、その観点から４点ほどお尋ねをいたし

ます。 

 それから、環境問題、これはごみ対策でございますけれども、常総環境センターの更新計画の

問題、さらには１３年度に新しく取り組まれました生ごみの処理対策の進捗状況、そして今年度

に入りまして粗大ごみの有料化がスタートいたしました。それに関係した諸問題についてお尋ね

をしたいと思っております。 

 まず、教育をめぐる諸問題についてでございますが、４月から学校５日制ということで、一番

喜んでいるのは子供たちであろうなと思うんですが、しかし、その子供たちとは裏腹に、父母の

皆さんはどうも不安を感じているというのが正直なところなのかなという感じがいたします。こ

の正月のミニコミ紙に「学校完全週５日制を考える」という見出しで、見開き２ページにわたっ

て座談会が載っておりました。ここにいらっしゃる生井先生とＰ連の会長をやっておりました葉

梨先生とのお二人の対談でございました。その内容等を読ませていただきましたが、やはりその

中に不安な状況があるといったようなことが話されておりました。 

 そういう国民の皆さんの不安を解消すべく発言したかどうかはわかりませんが、これは市長も

お読みいただいていると思うんですが、ことしに入りまして、１月１７日だったと思うんですが、

遠山文部科学省大臣が、いわゆる２００２年のアピールなるものを発表いたしました。全国の都

道府県の教育委員会の連合会の総会で発表したものでございます。それによりますと、勉強して

いることの意欲に関しては危惧される点があると。その危機感に基づくものとされておりますけ

れども、しかし、大臣のアピールだけに、それまで学校５日制の実現を目指して、新しい学習指

導要領を設定し、それに向けて着々と準備を進めてきていた中だけに、一般の人たちの受けとめ

方は非常に複雑なものがありました。一部報道が、ゆとり路線の転換ではないのかというような

ことを報じておりました。そういう誤解といいますか、誤解をさせるような見出しが載っており

ました。 

 それに対していろいろな団体が早速文部科学省の遠山大臣に問い合わせをしたようでございま

すが、新聞記者等も問い合わせをしたようでございますが、ゆとりの中でじっくり学習をして、

基礎、基本を確実に身につけ、考える力をはぐくみながら、生きる力を成長させていくという新

しい学習指導要領の考えに変わりはない。そして各学校は児童・生徒の実情に応じて創意工夫を

凝らしてほしい。学校の自主性、自立性の確立は重要である。そういうことを言われたそうでご

ざいます。ですから、一部のマスコミが何か不安をあおり立てるようなそういうことを書いたと

いうことは、ちょっと誤解を招いたのではないのかなという感じがするんですね。 

 そこで、私もいろいろとあちらこちらの新聞記事を読んだりしたんでございますが、どうも学

校週完全５日制に向けて、上の方で揺れているような感じがしてならない。上の方で少し揺れた

って、それが下へ来れば大きく揺れるのは当たり前なんですね。ですから、正月にある先生方の



会合に出たときに、困ったよね、まず出たきたのがその言葉なんです、先生方から。今まで５日

制のことで我々は総合的な学習だ何だかんだと言いながら一生懸命準備してきたら、何、今度は

宿題を一生懸命やれだって、家庭へ帰してやらせなさいだってというようなことを言うんですね。

そういうふうに受けとめてしまっている部分もあるわけです。 

 ですから、市長にここで伺っておきたいのは、まず基本的なことですが、間違いないと思うん

ですけれども、そもそも新しい学習指導要領は、文部科学省も言うように、中教審の答申に基づ

いて、この４月からスタートする５日制を踏まえて、ゆとりの中で生きる力を育てることを強く

意識して作成されたものであり、それはそこで学んだ知識量よりも、学び方や学ぶ意欲を育てる

ことを目標にして、受験準備の教育などによる、いわゆる剥落学力、覚えたことは高校へ入った

ら忘れるという意味でございますが、とは一線を画した新しい学力、生きた学力を目指すもので

あり、したがって、発展的な学習も個々の子供たちの主体的な学びを育てるものであって、知識

量を競う無制限な、無秩序な受験競争に道を開くものであってはならない。そういうふうに確認

をしておきたいんですが、いかがですか。 

 もう１つは、学習指導要領は１９５８年に告示されて以来、学習を提供する側の最低基準であ

って、受ける側、子供たちですね。受ける側の最低基準ではないと説明されてきました。これま

では学ぶ子供の実態が一人一人違っていることから、子供たちに過剰な負担を強いることのない

よう、地方分権の理念を踏まえ、大綱的な基準として弾力的に運用されてきているはずでござい

ます。大切なことは、学習についていけない子供たちへの対応であって、確実に基礎、基本を身

につけるようそれぞれの学校が少人数授業の実施など創意工夫を凝らすことではないか。このた

めに教育行政、私たちは３０人以下学級の実現と教職員の定数改善などを求めてきているわけで

ございますが、そういう各学校の努力に我々は支援をする必要があると、そんなふうに思うんで

すが、市長の基本的な考えを伺いたいと思います。 

 さて、あと４点につきましては、かなり細かいことでございますので、これは予算委員会の中

で伺いたいと思うのでございますが、確認の意味で聞いておきたいと思います。 

 １つは、完全学校週５日制のねらいを実現していくためにも、ぜひとも欠かすことのできない

学習に不可欠な教材の確保でございます。この教材の確保について、私は昨年度の決算委員会の

後、私も委員ではありませんでしたので、執行部の皆さんにお骨折りをかけまして、平成１２年

度の教育教材整備状況を調べたものをちょうだいいたしました。そうしましたら、小学校、１２

年度でございます。一般教材の整備率が７8.７％、一番高いところが８9.１、低いところがか６

7.１％、理科教材に至っては、小学校３5.８％、一番いいところが３8.５％、一番低いのが２8.

７％、図書では５5.３％です。高いところは９0.９％ですが、低いところは２8.７％、これはい

ずれも文部科学省の示しております教材整備台帳に載っているものを基本にした数字だというふ

うに思います。各学校の規模に応じてこの教材についてはこれだけ整備しなさいという一応の目

安があるわけですが、その目安に照らして出した数字でございますが、これが完全にそろってい

るから、いないからということではありませんけれども、しかし、私たちが教材等準備していく

ときに一つの目安となる数字でございます。 



 中学校も同様に確認させていただきましたが、一般教材が６0.８％、理科教材が２3.４％、図

書が８8.８％というような状況でございました。 

 では、今年度予算はどうなっているのかなということで、まだこれは審議されておりませんが、

提案されただけでございますので、数字を見ますと、若干ですが、金額の計数的には伸びている

ようでございますが、ぜひこの教材等の充実を図ってほしいと。少なくとも１００％に近いもの

は用意しておくべきであろうというふうに思うのでございます。 

 それから、学校図書館の充実についてですが、これも何回か私も触れました。本はあっても、

そこにその本についてアドバイスする司書の方がいない。いつも人がいない。これだけ並んでい

る。それでは本は役に立たない、そういうふうに思います。やはりアドバイスする先生がいてこ

そ図書館も生きてくるであろうというふうに思います。 

 それには、これは後で関連がありますが、土・日の学校開放についてというところで関連する

んですが、学校図書室あたりは土・日もグラウンドと同じように開放したらいかがかな。もちろ

ん人が必要でしょう。ですから、その地域の方々との相談になると思いますが、そういったこと

で活用方法なんかも考えられるのではないのかな。今各学校で努力されております。１０分間読

書運動とか、あるいは読み聞かせ等々も実際に学校へボランティアの方が行って頑張っていらっ

しゃいますが、そのあたりも充実させるように図っていただけないかなということでございます。

学校図書館が本当に生きて働く、そこに図書館がある、図書室があるということではない、生き

て働くような図書館にしてほしいということでございます。 

 さらに、部活動等の課外活動についてでございます。これもせんだって私ども各家庭に配られ

ました「ゲンキとりで」です。これでございます。これを読ませていただきました。心豊かな生

活、健康、体力づくり推進ということで、事細かに小さな文字でたくさん書いてありますが、３

ページ、４ページは写真集でございます。あと対談ですね。こういうようにいろいろなことをや

っていらっしゃること、これでわかります。学校の部活動等も、名前を出して大変失礼ですが、

いいことだからいいでしょう。取手一中さんのテニス部等は、伝統あるテニス部、軟式テニス部、

また全国へ選手が派遣されるというようなことを伺いました。非常に皆さん子供たちも、先生方

も頑張っていらっしゃる。その部活動を今少子化の中で、生徒が少なくってくる中で、より活発

にさせていくためには、社会が１つの受け皿になって、土・日が休みになる、そんな中で受け皿

になって積極的に支援をしていかなければいけないのではないのかなと。ここの中に生涯スポー

ツ、レクリエーションの人づくりと充実の支援ということで、市内小・中学校、高等学校を利用

した生涯スポーツの基礎づくりとか、あるいは体育協会、スポーツ少年団への補助金、施設利用

の支援というような言葉をうたっております。これをぜひ具体的に実行に移してほしい。ここへ

書いた戒名だけではなくて、中身のあるものにしてほしいというふうに思うのでございます。 

 それにはもちろん指導者も必要です。ですから、最後の方に、指導者の育成と活躍の場づくり

ということで、幅広いニーズに対応するスポーツ、レクリエーション指導者の育成と資質の向上、

活用ということも挙げていらっしゃるようでございます。ですから、そういうことを踏まえて

土・日の、小学校まではスポーツ少年団とか何かでやるんだけれども、中学へ行ったらほとんど



そこへは出てこない、学校の部活動で一線を画してしまう。そんな感じがあるんですが、週５日

制を機会に社会体育への移行ということを真剣に考えていったらいかがかというふうに思うので

すが、いかがでしょうか。 

 さて、土・日の学校開放についても、これは市長が一昨日、第３の柱の中で、体育施設開放等

進めていくということでございました。こちらにも予算的にも若干のっておりましたので、予算

委員会等で審議をされてもらうと思うんですけれども、この土・日の開放については、学校だけ

ではなくて、本当に地域の皆さんとともにこれは考えていかないと、片一方のひとりよがりのも

のになってしまうだろうというふうに思うわけでございます。そういう意味で土・日の学校開放

についても、具体的にどのようなことを考えていらっしゃるのか、まずお聞きしておきたいとい

うふうに思います。 

 では、以上で教育問題を終わります。 

 次に、環境問題です。 

 １つは、環境センターから方針計画について、昨年度とことしと２回に分けてこのような常総

環境センター更新の、「常総」という新聞が出ております。市長もこれの管理者の副になってお

るわけですから、十分御承知のことと思いますので、中身には触れません。伺いたいのは、この

更新計画がどうも今足踏みをしているような状況にあると。新聞ではタイムリミット迫ると書い

てあるんです。もうあそこの焼却場は間もなく使えなくなりますよということです。今それを建

て直して新しく使えるようにするにはどうなんだと。環境アセスとか、いろいろ準備をしていく

のに約６年ぐらいかかる。遅くも今からスタートしても、真っすぐスタートしても、平成１９年

から２０年だと。それまでに壊れても、修理する部品がないんだ。壊れたらどうする、ごみは燃

せない。ごみはそれぞれ家庭で処分してもらいましょうということになる。そういう状況だとい

うようなことが、極端に言うならば書いてあるんです。建て直すのには３００億円かかる。取手

市の１年間の一般会計予算が２４０億円でしたから、昨年度は。それよりも多いわけです。それ

を２５万人のエリアの方でもって負担するんだと。ざっと計算すると、１人、赤ちゃんまで入れ

て十二、三万円になりましょうかね、３００億円となると。それだけの費用がかかるんですよと

いうようなことが書いてあるんです。 

 ところが、そのことについて、そういう大きなものを建て直さなければならないというのに、

何か話がさっぱり前へ進んでいないような話を聞きました。地元守谷の方からは、おれのところ

へ建ててもらっては困るよという、言うなればそういう請願が２本も出ている。それは継続にな

っているようでございますが、そういう話も伺っております。さあどうする。我々一人一人が真

剣に考えていかなければならないんですが、そういつまでも、では考えましょう、考えましょう

でいたのではだめだということなんですが、更新計画について市長のお考えはどのようにお持ち

でしょうか。 

 それから、生ごみの処理対策について、これも生ごみは燃やさないで自然に還元する。これは

私も大賛成です。私自身も、恐縮ですが、ずっとやっています。吉田地先に生ごみを集めて、取

手市内の1,０００世帯から生ごみを集めて、そのモデルケースとして実施するんだという案がこ



の平成１３年度にありました。その進捗状況はどうなっているでしょうか。既にハウスを建てて

ということでございましたので、そのハウスはでき上がっているんでしょうか。これまでにどの

ような実績が上がっているんでしょうか。本年度の予算を見ますと約1,６００万円まだ計上され

ているようでございますので、その進捗状況をまずお知らせください。 

 それから、粗大ごみの有料化についてでございます。これもこの１月から有料化されました。

伺うところによりますと、昨年の１２月３１日までは駆け込みということで、膨大な粗大ごみが

出て、まだいまだにシールの張っていないものを集めて歩くということが出ているような気がし

ております。その有料化に伴って、その以前とことしに入ってからとその実態はどのようなもの

になっているでしょうか。 

 先日も私、ごみを出しにいったときに、たまたま粗大ごみが出ておりました。目の前にぴかぴ

か光った自転車が出ていたんです。ちょうど持ってきた人がいました。「あらっ、もったいない

自転車だ、私の自転車よりいい自転車じゃないですか、何で粗大ごみに出しちゃうの」と聞いた

ら、「ちょっとギアが壊れて直せないんです」と言うんですね。「ああそうですか」とそのまま

引き下がったんでございますが、ちょっと手を入れれば直るようなものもあるわけですね。です

から、つぶしてしまうのはちょっと待てよという場所があってよろしいんではないでしょうか。

必要だと思う人には、それを無料で上げたっていいではないですか。そこには直す人、多少の部

品代ぐらいはかかるかもしれません。その程度はちょうだいしたにしても、そういうものを扱う

場所、常総まで持っていく前に、取手市内だけで有料化でやっているわけですから、取手市内の

１カ所に、あるいは西、真ん中、東という、それぞれの小さな場所でいいですから、これはまた

使えそうだなというようなものを置いて、必要な人に提供する。そこでも提供しようとしたけれ

ども、だれもいないよといったら、それで、そのものには悪いけれども、常総さんへ行ってもら

うというふうにしたっていいんではないでしょうか。そのあたりのリサイクルセンターというと

あれですけれども、環境センターさんの方では施設を新しくする際には、そういうところも考え

ているようではございますが、当面取手だけが有料化をして、他の６市町村はまだ無料でやって

いる粗大ごみの対策でございますので、そのあたりを伺って、第１回目の質問は終わります。よ

ろしくお願いします。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  染谷茂夫議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 

 教育をめぐる諸問題、まさしく今日の、これは日本の現状からして、よほど真剣に取り組まな

くてはならない。いわゆる戦前戦後という大きな区分け型もございますけれども、戦後五十数年

を経過した中で、今さまざまな問題が露呈しているということでありまして、後段のごみの問題

も、あるいは粗大ごみということで、まだまだ使えるものも捨てるというほどのこうした日本の

現状です。翻ってアフガンの状況を初め、まだまだ地球においては３分の２は発展途上国だとも

言われるほどの現状の中で、余りにも物を粗末にする。そして人と人とのそうしたきずな、思い

やりが本当に薄らいできてしまっていると。こういうことで教育の現状もどうあるべきかと、い



ろいろ模索をしながら、あれこれと論議は盛んでありましたけれども、実績と成果ということで 

は、ただいまも御指摘がありましたように、新たにそうした大臣がアピールをする現状だと。 

 一昨日の冒頭での施政方針についての市長の基本的な説明の中で、取手市の第３の柱としての

自己の成長が感じられるまちづくりということでは、その面にも触れまして、人間の育成は時代

の要請であり、まさしく人間性を取り戻す心のルネッサンスということでの原点に立った取り組

みが必要だろうと。そうした中で大臣の方から新しい学びの勧めと言えるアピールが出されたわ

けでありまして、教師一人一人が主体的、創造的に確かな指導力を身につけることが要請されて

いますということであります。教師みずからが学ぶ楽しさ、教える楽しさが身につけられること

が大事だというようなことが、今こうした教育をめぐる論議の中で取り上げられていることだろ

うと思います。 

 いろいろと御指摘もありましたけれども、先ほども触れましたけれども、いろいろな社会的な

病理現象ともいいましょうか、日本の国の経済、日本の国民も何らかのこうした自分よがりの、

自己欲望型の考え方が至るところに出てきていると。なかなか直そうにも直せない。なるがまま

で行政の負担は多くなる一方だということであります。 

 かつての吉田松陰の松下村塾というのもよく言われますけれども、松下村塾で学ばれた人は、

１年半から２年だというお話ですよね。それでああした立派な方々がというか、日本の夜明けと

も言える明治維新を、あるいは回転の大事業をなし遂げた原動力になられたわけでありまして、

その言葉には一誠は精進を感じせしめる。誠なるかな、誠なるかなという、これは文典書「正気

歌」にもありますけれども、１つの誠というのは精進、多くの人を感動させるということの教え

のようでありますが、吉田松陰先生には及ばなくとも、そうした道筋については、我々は大いに

学ぶべきものがあるのではなかろうかなと。 

 同様に、今の子供たちをめぐる現状は、教師の素質にあると。ですから、高等教育をみんな目

指して、今もまだまだ塾教育がありますけれども、そういうことで立派な先生方ではあるんでし

ょうけれども、その辺にはまだまだ人間性ということでの課題がありますよということでありま

して、やはりそこには社会経験を積んだ、あるいは企業の厳しさを体験された有能な人材を、非

常勤講師として学校教育の中でお役に立てていただきましょうということも今論議されているこ

とでもありますし、私自身も取手市においてもそうした取り組みの中で、染谷議員さんがおっし

ゃるような今日的な課題の中で、少しでも方向性というものでそうした人間性の回復を目指す取

手市の教育、教育都市取手というようなことでの力が発揮できるようにと考えているところでも

あります。いろいろ学校教育については、財源の問題だとか、いろいろなことも言われておりま

すけれども、それよりもやはりそうした心の教育ということでは、まだまだ方法が考えられるの

ではないでしょうか思っております。 

 なお、きのうも男女共同社会参画のお話やら、あるいは福祉のお話もありましたけれども、男

女共同社会とともにやはり老若共同社会、子供も若い者も年配の方、お年寄り、だから子供とお

年寄りというものの共同社会参画というようなのも目指す必要があるのではないでしょうかと。

というよりもあるなと思っておりまして、そういう点では体験学習の場を通して子供たちの年齢



の横の関係から、異年齢というか、年齢の異なる縦の関係で、もっと人間性を磨かれる取り組み

が望まれていると思っております。 

 学校図書の充実については、これもきのうでしたか、ちょっと触れたかなと思うんですが、極

めて大事なことでありますから、司書というようなことでネックになっていた面もありますが、

そういう必置、必ず置かなくてはならんというかつての行政への必置課題も今は取り払われつつ

あります。極めて柔軟な状況でありますので、あるいはまた市内にも司書資格をお持ちの方々も

おられるでしょう。そういうことでは今日的な雇用の対策にもなることですから、図書館の充実 

につきましては、そうした公募の中で人材を登用できるようにと考えるところでもございます。 

 学校週５日制もそうしたものなどが、いわゆる老若共同の参加される社会の中で、もっと社会

の活性化を目指しながら、土・日の取り組みというのが、いろいろ皆さんの御意見、御提言をい

ただきながらですけれども、閉じこもりがちな今日の状況の中で、もっと伸びやかにたくましく、

健やかに育てられる環境づくりを行政としても考えていかなくてはならんだろうと。そういうこ

とではこれも一昨日の冒頭での基本方針で述べましたように、学校週５日制の完全実施と教育課

程の円滑な実施のために、学校、家庭、地域はもとより、公民館の生涯学習機関と行政が連携、 

融合して、それぞれの機能を発揮できる条件整備というものが必要だろうと思っております。 

 土曜、日曜は小学生を中心にした地域の皆さんが、自由に利用できる交流として、市内の小・

中学校及び高等学校の体育施設を開放する。そして、そういう中で健康づくりとともに市民のス

ポーツ、レクリエーション活動がさらに老若共同社会参画の活動年になるようにということを考

えながら、それらをひとつ支援体制をつくって進めていきたい。なお、そういう面につきまして

は、ＮＰＯ法人等の協力、各種のボランティアの皆さんが非常に御熱心に今日まで御協力をいた

だいておりますので、そういう方々とともに１つのモデルケースというものも実施してまいりた

いということを一昨日申し上げたところでもございます。 

 ＩＴの問題もありましょうけれども、そうしたものを含め、あるいはまたＩＴということでの

問題で非常にスピーディーな社会になってきておりますけれども、先日は頑固者賞の受賞式がお

かげさまで盛大に盛り上がった中でできまして、御礼申し上げますが、やはり文章の表現力とい

うのは、生きる力だと思っております。文章の表現力が非常に弱まっているということも指摘さ

れております。やはり生きる力ということでは、文章の表現力を身につける。いわゆる作文教育、

そして読書、朝の読書の時間というのは、今全国的にもずっと広がりつつあります。読書という

ことでの人生を学ぶ大切さというものが、学校教育の中でより一層取り組む必要があるだろうと。

一冊の書物におけるその中のものは、すべて人生へのエキスとも言える栄養素だと思っておりま

す。そういうことで読書で人生を学ぶことの大切さをもっと教育の中で取り入れられるようにと

いうことを思っているところでもございます。 

 次に、環境問題でありますが、常総環境センターの更新計画はどうなのかということでありま

す。いつかもそうした質問の中では答弁しましたけれども、今日の分別収集、資源化の方向とま

た裏腹に燃やすものはまだまだありますよということでしょうか、電力利用のことが常総広域で

は今取り組まれておりますが、私は当初からそれは無理でしょうと。皆さん県の方でおやりにな



るのは、皆さんの方で御熱心な取り組みで、それはそれのことで受けとめますけれども、しかし、

ごみはない、すべてが資源だと、捨てるから、燃やすからごみであって、捨てない、燃やさない、

資源化するということで考える時代、世紀の時代になったんですから、燃やすものは少なくなる、

あるいは生ごみは全部肥料にしよう、えさにしようというような新たなプラントが既に進められ

ているときに、なぜに電力なのかというような１つの私なりの問題提起もしてきたところでもご

ざいます。ガス化溶融炉方式ということでありますが、と同時にこれに対してもクリーン守谷協

議会という方々からは反対意見も出ております。 

 と同時に、極めて優秀なというか、高度な炉ができてきております。今までお話ししたより以

上のものができてきているんですね。ですから、これは生ごみもうんと減るでしょうし、その他

また従来の捨てるものが、今度は捨てても土に分解してしまうというようなものも出てきている

ようですし、いろいろなことではごみの量は少なくできる、またしなくてはならんということで

ありますので、従来考えているこの３０万人口の中では、かなりの規模としては、４１４トンと

いう数字的なものもここにあるようですが、そうした従来の大型ではないものも、私は今後広域

の中で提案をしながら、より各自治体の負担を軽減し、資源化ということでの方向性をさらに確

実な方向にしていきたいと。地元のそうした反対をしている皆さんとも先般もお会いをしてお話

をしましたけれども、さらにまた機会をいただいた中でお話し合いもしていきたいと思っており

ます。 

 生ごみ処理対策につきましては、取手市内から搬出されるごみの量は、年間２万9,５００トン

ということでありますが、金額にして８億円もかかっていると。しかし、そのうちの３割は生ご

みだと、こういうことでございます。ですから、今ＮＰＯ・みどりの会の皆さんを初め、市内の

いろいろなボランティアの皆さん方が、団体、個人を含めまして御熱心に取り組んでいただいて

おります。そういうことでモデル地区ということで今1,０００世帯を目標に進めております。青

柳、あるいは中央タウン、新取手、関鉄ニュータウン、そういうことで皆さんが大変御協力をい

ただいているところでもありまして、さらに目標世帯数を大幅に広げられるようにと、皆さんへ

の御協力をお願いしているところでもございます。ぜひ今後の取り組みの中で、議会の皆さん方

にもそれぞれの地域、あるいはいろいろな関連する団体の皆さんにも生ごみの肥料化、あるいは

ごみの減量化、資源化というようなことで一層の御指導をいただきますようにと。 

 今の現在で1,０００世帯の場合ですと、生ごみで約５３２万円の節約になると、こういうこと

が一つの算出の中では出ますけれども、お金ばかりではなくて、やはり土から生まれたものを土

に戻すという、こうした自然への思いをもっと深くしなくてはならんと、こんなことであります。 

 粗大ごみ有料化についての諸問題でありますが、本当にもったいないものがたくさんあります。

ですから、しかるべく、空き教室もありますし、何らかの形で、あるいは敷地、いろいろなとこ

ろの活用でそうした大型というか、粗大ごみといいましょうか、もう既に先進事例はたくさんご

ざいます。もう随分前からリサイクルセンターということで、立派な再利用を図られるような形

に生まれ変わっている。そういうものを見るにつけて、早く立ち上げなくてはならんなと、そん

な思いに駆られている次第でもございます。 



 有料化を図ったということでのいろいろな意見もあるようでありますが、かなり御理解をいた

だいているわけでありまして、１月分の受け付けは１７０件、４４０点、手数料として２４万1,

６００円、２月分の受け付け件数は１８９件、５５８点、手数料は３２万5,６００円と、そんな

数字もありますが、平成１４年１月からは家電リサイクル法ということで、４品目についてそう

した取り組みにもなっております。有料化についてはさらに広報等を含めて周知徹底、啓蒙啓発、

そういうことを図っていきながら、なおまた不法投棄監視員ということでボランティアの皆さん

にも御協力いただいておりますが、そうした不法投棄監視員、ボランティア監視員、廃棄物減量

推進員の皆さん等と連携をしまして、あるいはまた職員も通勤途上、あるいは退庁時間、お互い

に、あるいは郵便局の皆さん、あるいはタクシー業界の皆さん、広範にわたって連携を図って、

不法投棄防止を進めていきたいということでありますので、よろしく御理解を賜りたいと思いま

す。 

 ○議長（関根豊君）  次に答弁を求めます。教育委員会委員長染野當子さん。 

             〔教育委員会委員長染野當子君登壇〕 

 ○教育委員会委員長（染野當子君）  染谷議員の御質問に、答弁いたします。 

 １と２は私が、３と４は教育長が答弁いたします。 

 まず最初に、御指摘のとおり今教育は非常なところに差しかかっております。さる教育委員の

研修会の席上、カウンセリングをしております土屋医院の土屋守先生は、ちょっと長くなります

ので、端的に要点だけ申しますと、この国の大人、そしてその反映としての子供の心は著しく壊

れている。私はこのままでいけば、この先２０年もすれば、この国は独立国としてその存在を問

われる日がきっと来ると確信に近い心情を持っている。しかもその確信に近い心情は、日々出会

う出来事によっておびえというような気持ちにさえ変わりつつあると申しております。カウンセ

ラーですから、毎日訪れてくる人たちに接するたびにそのような危惧の念を抱いているというこ

とで、警鐘を鳴らされました。本当に教育に携わる者として私たちもこの念を深くしております。 

 御指摘のように今教育は非常に社会の急激な変化の中で、その変化に対応できる人間、しかも

そこの中で自分で課題を見つけて、課題を解決できる人間の育成をということで、来年度から新

しい学習指導要領の実施に踏み切るわけでございます。学力云々よりもまず人間性、そして学力

とは何か、ここらあたりが意思のそごがあるのではないかと思います。学力とはテストで１００

点をとることでしょうか。そしていい職業に携わって、いい地位につくことでしょうか。そして

金もうけに専念できる人間なんでしょうか。私はやはり真の学力というものは、それだけではな

い。それも少し、テストの点数のいいというのもちょっぴりあるかもしれないけれども、生きる

力、問題に遭遇して創造力があり、そして意思決定の力があって、思考力がある。今ＩＱのほか

にＥＱということが言われていますね、文化庁長官の河合隼雄先生はＥＱ、自分のいろいろな心

の問題についても正しく判断できるような人間を育てなければ、人間として失格であるというよ

うなことを申しておりますけれども、私もそう思いますし、そういう観点から、今先生方は自信

を持っていますとは言えないでしょうけれども、平成１２年度、１３年度と２年間移行措置とし

て新しい教育に対応するための研究を続けてまいっております。ですから、新しい年度が明けた



ときには、ある程度の信念と自信を持ってこれに当たっていただきまして、一日一日と力、実力、

指導力をつけていくようにしたいと思っております。 

 それから、学習に不可欠な教材の確保についてという問題ですけれども、これについては誤解

のないように申し上げますが、教材の基準というのは毎年変わるのでございます。というのは教

育内容が変わってまいりますから、進展してきますから、毎年変わる。それに合わせると１０

０％ということは永久にあり得ないですね。今年度９８になっても、来年度は新しい教具の基準

が出されましたら、それについては新しくそろえるわけですから、１００％にはなり得ない。し

かし、本市としてはこの基準に近づけるように努力していただいておりますし、努力しようと思

っております。 

 特に平成１２年度は新しくコンピューターを設置せよというような文部科学省の指示がありま

したので、中学校６校については２５２台、１人１台、すばらしいですね。それから今年度小学

校においては、２人に１台、全部で２６４台を更新していく予定でございます。こういうものも

駆使しながら総合的な学習の時間で、そして十分実力をつけていくようにしたいと思っておりま

す。 

 それから、２つ目の教育をめぐる諸問題の中での学校図書館の充実対策について、これにつき

ましては、市長の方からも御答弁がございましたけれども、生きる力を身につける総合的学習の

時間の新設に伴って、自分で調べて、自分で課題を見つけて、自分で解決していくというような

学習のために、ＩＴだけではなくて、図書館の活用ということが大きな問題になってまいります。

そういう中で先ほど御指摘がありましたように、まだまだ小学校は基準数には達しておりません

が、整備率５5.３％、中学校８8.８％でございますけれども、しかし、新しい年度におきまして

はやはり前年と同様５７４万円を計上しております。その上に心の教育、そして総合的学習の時

間での活動がスムーズになりますように文部科学省では司書教諭を置くようにというような方針

を示されましたが、何と平成１５年度から担任と兼務というようなまた状況でございます。担任

しながら図書館へ行って指導というのは、非常に難しいと思います。 

 そういう中で教育委員会一丸となりまして、何とか司書教諭の実現をということで、市当局の

方も本当に御熱心に考えてくださいまして、来年度からはパートとして司書教諭を配置できるよ

うになるかもしれないというところまでこぎつけてまいりました。大変ありがたいと思っており

ます。こういう中でやはり心の教育を満たされる。図書館へ行けば司書の先生がいて、いろいろ

な悩みにも応じてくれるし、どんな本を選んだらいいかもアドバイスしてくれるというようなこ

とになれば、大変うれしいと思います。議員の皆様には今後とも十分御支援くださいますようお

願いいたしまして、答弁にかえます。 

 ○議長（関根豊君）  次に、教育委員会教育長生井洋君。 

                〔教育長生井洋君登壇〕 

 ○教育長（生井洋君）  それでは、続きまして部活動並びに学校開放ということにつきまし

て、染谷議員の質問にお答えいたします。 

 まず、部活動ということにつきましては、その意義とか、現状とかというようなものについて



は、十分おわかりのようでございます。少年団と中学校の部活動の連携といいますか、そういっ

たことにつきまして、今後どういう方向に進むんだろうかというようなことかと思います。 

 少年団で活動している子供たちが中学校へ行くと、部活動ということになって、少年団とのか

かわりが非常に少なくなるというようなことでございます。これにつきましては、やはり中学生

になったという自覚の中で、子供たちが部活動に入って活動するということが、中学生としての

生きがいといいますか、自覚みたいなものになっている部分がありますので、これについては一

気に解決するということではないかと思うんですけれども、学校の小規模化等によって自分のや

りたい部活動がなくなるというような状況の中で、社会体育の各団体の中に中学生が入って活動

している状況もございます。今後そういったような状況の変化、また、中体連のやはり学校規模

の問題、それから週５日制による大会運営等の問題等から、社会体育の意向といいますか、考え

方がそういったような方向に変革していく中で、また、社会体育の充実発展というような中で、

将来的に解決されていく問題なのかな、そんなふうに思います。私たちとしては、活動したい子

供たち、生徒が十分活動できるような環境をつくるべく学校への指導と支援ということに当たっ

ていきたい、そのように考えます。 

 それから、学校５日制に伴う学校開放の問題ですけれども、取手市内では体育館、グラウンド

等につきましては、十分にこれまでも休日に臨時に借りようと思っても、なかなかないぐらい各

学校、そのスケジュールがいっぱい入っておりまして、十分に開放している状況でございます。

ただ、土曜日の午前中につきましては、学校５日制とのかかわりの中で、個人的に自由に使うこ

とができる、そういう環境をつくっておるところでありまして、指導員を置いて安全確保を図り

ながら開放しております。今後、今図書室等の開放につきましてもお話がありました。そういっ

たようなことにつきましては、条件整備を図りながら、子供たちのニーズにこたえていくという

ようなことで考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

 ○議長（関根豊君）  染谷さんの一般質問はちょうど今５８分ですから、簡潔にお願いしま

す。１７番染谷茂夫君。 

               〔１７番染谷茂夫君登壇〕 

 ○１７番（染谷茂夫君）  時間もありませんので、２回目の質問というよりは要望になりま

すが、市長さんがおっしゃいましたこと、そして教育委員長さん、教育長さんがおっしゃいまし

た、その答えに沿いまして、取手の教育が充実されますように強く要望いたしまして、私の質問

は終わらせていただきます。 

 細部につきましては、予算委員会等がやらせていただきます。ありがとうございました。 

 ○議長（関根豊君）  昼食のため１時まで休憩いたします。 

                午前１１時４２分休憩 

 

                午後 １時１０分開議 

 ○副議長（増田剛人君）  議長にかわりまして議長職を務めます。よろしくお願いいたしま



す。 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １２番幡哲夫君。 

                〔１２番幡哲夫君登壇〕 

 ○１２番（幡哲夫君）  １２番幡です。通告順に従いまして５件ほど質問をいたします。 

 まず、財政問題なんですが、要するにお尋ねしたいことは、歳入増のために取手市としてはど

んなことを来年度に向けてお考えになったろうかということをお尋ねいたします。 

 昨日の市長答弁で、財政運営について市長は、入るをはかって出るを制することだというふう

に答弁をされました。入るをはかるというのは一体どういうことなのか。例えば取手市の来年度

の、平成１４年度の財政状況というのは、２５０億円、歳入歳出、それに対して市税収入が１２

８億5,０００万円です。ほぼ前年並み、約２億5,０００万円の増額です。理由は、法人市民税が

４億円ほどふえた、前年に比べて。しかし、米びつである個人市民税、これ、４３億7,０００万

円です。前年は、ちなみに４６億5,０００万円でした。約２億8,０００万円、約３億円の弱にな

っています。実はこれは昨年も減っております。昨年はちなみに４６億5,０００万円でした。そ

の前年は４９億4,０００万円、つまりちょうど２億9,０００万円ほど減っております。つまりこ

こから何がわかるかといいますと、要は、取手市の個人市民税というのは、このところずっと約

３億円ぐらいずつ減っている。そしてこれは恐らく、多分３億円ぐらいずつこれからもずっと減

り続けるだろうということが大まかにわかってまいりました。つまり、取手市の担税力が明らか

に質的な変化を遂げている。そして完全に下降期に入っているということが言えるのではないか

というふうに思っております。 

 ただ、５年で例えば１５億円、１０年で３０億円、ではずっと減っていくかというと、そんな

ことはないでしょう。いつか下げどまるんでしょう。ではいつ下げどまるかということは、まだ

見えないというふうに私は分析をしております。 

 一方で取手市の借金、起債といいますけれども、それを見ますと、制度減税というのがずっと

ありましたから、その影響額、ことし９億1,０００万円ぐらいあったらしいんですよね。これ、

減税補てん債、例えば平成８年から始まった減税補てん債、これ、３７億円今あります。減税補

てん債の起債残高といいます。地方交付税を減額するために臨時財政対策債というのがあるんで

すが、これが平成１１年度から始まった。これが今、残高が恐らく１１億5,０００万円ぐらいあ

るはずなんです。ここに注目していただきたいのは、この残高というのは、実は従来の地方債の

残高とは若干性格を異にする。といいますのは、今まで幾らお金を借りた、お金を借りて事業を

します。つまり事業をするためにお金を借りたんです。ところがこの減税補てん債とか、あるい

は臨時財政対策債というのは、事業をするためにお金を借りたお金ではないんですね。そうでは

なくて、借金をするために借金をしたお金という、２５０億円なんです、取手市にあるのは。 

 それで、冒頭に申し上げました入るをはかるということを、先ほどどういうことを考えました

かということをお尋ねをしました。例えばいろいろなことを巷間言われていますよ。例えば事業

税を設けるとか、新しい税目を設けるとか、最近群馬県では公募地方債というんでしょうか、県



債、これを一般に売り出すという、普通県債というのは茨城県でも出していますけれども、なか

なか我々は買えませんから、地方自治体だけですから。そういうものを、何か新しいものがある

のかどうか、私もいろいろ調べてみましたが、実際にはなかなか難しいんですよね。 

 ですから、市長にお尋ねしたいのは、ここまで財政構造が変化をしてくる、担税力が変化をし

てくる。そうなるとやはり入る方もいろいろ考えなければいけないというふうな感じがしますも

のですから、そういうことをお尋ねしました。実は以前に歳入歳出構造の見直しということはあ

り得ますかということをお尋ねしたものですから、あえて今回は歳入の方、どんなことをお考え

なんだろうということをお尋ねをいたします。 

 ２番目、取手駅前広場、東口ですが、この精算について。 

 御案内のように１２月議会で１億2,３５９万3,０００円ですか、メモしてきました。間違いな

いと思います。これを東口特会に計上いたしまして、その特会を議決しました。このお金、もう

支払ったのかどうか。議決するんですから、支払っても別に悪いことではないんですよ。議決し

たんですから、支払うために議決したわけですから。市長はＪＲと接触するとかなんとかいう話

も聞きましたが、接触をしたのかどうか、その辺もあわせてお尋ねをいたします。 

 それと、宮ノ前公園、この宮ノ前公園なんですけれども、一体どんな森林公園ができ上がるの

かということが実はよくわからないので、あえてここでお尋ねをしたいと思っています。 

 この前段にありました墓地計画、恐らく文書化された詳細な事業説明というのは、墓地計画に

ついては出ているんです。それはいただきました。しかし、森林公園計画につきましては、私の

記憶が正しければ、平面図が示されただけです。９月議会で市長はどんなことを説明したんだろ

うということでちょっと議事録をひっくり返してみました。そうしましたら、ただ一言、事実だ

け、公園緑地費で新規事業として、最終処分場予定地に森林公園を建設するための経費として９

億７００万円を計上しましたというそれだけなんですね。 

 実は同じ９月議会で、佐藤清議員の一般質問に答えましてどういうふうに市長が説明したかと

いいますと、市の全体像の中での森林公園、あるいは面的な６ヘクタールの土地利用ということ

での今後の取り組みの中でも、スポーツ面、その他も利用価値が十分考えられるだろうというよ

うなことを答弁されていました。 

 そして、この２月の臨時議会で星議員の質問にお答えになりまして、星議員は、要は飯ごう炊

飯とか、キャンプファイアという言葉をお使いになったかどうか、記憶がきちんとありませんが、

飯ごう炊飯ができる場所を整備してほしいというような質疑をされました。それに対して市長は、

そういうことも予定しているというふうにかなり肯定的な答弁をされています。 

 ここにきて私も得心をしました。市長がお考えになっているのは、恐らく公園、森林公園とい

う公園なんです。ところが私がオフィシャルに、あるいはプライベートに担当部局等から聞いた

話では、宮ノ前森林公園のコンセプトというのは、必ずしも公園ではございませんで、あれは森

林公園という森林、あくまでも里山です。取手市はずっと里山ということで、里山を保護しまし

ょうよとかいうことをずっと言ってきました。その延長線上にフクロウなんかも出てくるんだと

いうふうに私は理解しておりますが、取手市の里山の現状といいますか、樹林の現状といいます



か、これを見てみますと、例えば小文間の屋敷林が残っている、あるいはもう少しきて面足神社

にも残っているかもしれません。野々井あたりの屋敷林みたいなもの、それしかないんですよね、

実は。ですから、そういう意味でやはり里山を保全しておく必要があるんだろうなというような

観点から、ああいうものを設置するんだというふうに一応理解をしておりますが、あえてここで

一体どういうもの、例えばあそこにブランコをつくって、遊園地をつくって、お花畑をきれいに

しまして、そういうものをつくろうとされているのかどうか、あえてここでお聞きしておきます。 

 これに関しましてもう１つ、整備費用の問題なんですが、この整備、６件に分割発注をしまし

た。分離分割発注というんでしょうね、総計１億8,７８４万円、これが２月２６日に札入れがあ

りました。 

 昨日の貫井議員に対する答弁の中で、もうすべてのこと、私が聞こうとしたことを市長は全部

言ってしまったんですね。どういうことを言ったか。宮ノ前公園について、今回も納税者の立場

からすれば、一括発注がよかった。非常な無理な状況ではあったけれども、６つに分けて発注し

た。節約するなら一括発注がいい。市長は高いということを暗に認めたわけですよ。もっとも貫

井議員はこういうことまではお聞きになっていなかったみたいですけれども、これで十分ですけ

れども、市長は高いものを発注したんだというふうに少なくともここで答弁をされた。ですから、

これでいいと私も言いたいんですが、もう少し踏み込ませてください。そもそも市長がこれを分

離分割発注した理由というのを、私も幾ばくかは知っていますよ。要するに地元の業者の皆さん

から、市長は外ばかりに発注しているんではないのというようなことを言われた結果、地元にも

発注しなければいけまいというふうにお考えになった。公選をする人間というのは辛いですよね、

そういう意味では。でも市長、ここで踏みとどまってほしいんですよね。 

 では、どうすればそういう動きに対して自治体として対抗策を講じるといいますか、どう組織

防衛すればいいのかということが、恐らく課題になるはずなんですよ、こういう事情については。

私、素人ですけれども、例えばそのときどうするかといったら、もともと設定価格が高目なんで

すから、そうしたらやはり歩切りという方法があるのかなと思いました。今回の歩切りは、ちな

みに端数を調整する程度というふうに聞いています。それを９７％とか、９８％のところで落札

しているわけでしょう。一部違うのがあった。やはり大幅にこういう場合は歩切りをしてもいい

んではないか。県が文句を言うかもしれない、あるいは国が文句を言うかもしれない。でもその

ときはもう地方分権だと言って、市民をバックにして戦うことですよね。 

 今回は残念ながらそういうふうではなかったわけですよね。つまり、ちょっと話がそれますけ

れども、例えばワークシェアリングというと、一般に我々の俗人は入りやすいですよ。少ない仕

事をみんなで分け合って、賃金も低くなるかもしれない。総額人件費の削減策だというような評

価もあるようですけれども、そのよしあしはともかくとして、労働市場のワークシェアリングは

いいとして、公共工事でワークシェアリングができないというのは、絶対に私はおかしいと思っ

ています。労働市場でワークシェアリングをすると高くなるというのでしょう。だから地元業者

を本来は説得すべきなんですよ。こういうのは私は市長のリーダーシップだと思っています。 

 市長は今回のこの６件につきましては、高いというふうに認めているわけですから、これ以上



言いようがないんですが、ただ、次回以降こういうことをやる場合は、私は地元に発注してはい

けないと言うのではない。地元に発注してもいい、もちろん。しかし、それはやはり取手市側が

一定の価格を設定していくべきだというふうにリーダーシップを持ってそういうことをしていた

だきたいなというふうに思います。 

 それと、ＰＦＩ、西口共同ビルをつくるという計画、民間のノウハウとか、資金力を活用して。

今議会でこの債務負担行為が提出されています。これは３０年間にわたって４９億何百万円、約

５０億円ですよね。４９億円のお金をＰＦＩ業者に払い続けるという債務負担行為、債務保証で

すね。その議決をしてほしいという提案がございます。ところがこれは説明責任を基本的に果た

していないということをあえてまず冒頭で申し上げておきます。 

 大体１年間に１億6,０００万円、この金を３０年間払う。その原資というのは、市営駐車場と

駐輪場からの収入、それをもって建設費に充当するという債務保証といいますか、相手方が、Ｐ

ＦＩ業者がお金を借りますから、それに対する債務保証をする。それが債務負担行為ということ

なんですよね。その原資は市営駐車場と市営駐輪場。 

 ところが、考えていただきたいんですが、今まで債務負担行為というのはたくさんございまし

た。今まで議決もしています。例えば今も引きずっているような、２５年ぐらいになるんですか

ね、２０年ぐらいになるんですか、例えば戸頭の小学校、中学校、恐らくことし終わるのか、来

年終わるのか、去年終わったのか、そんなところですよね。そういうのは２０年とか２５年ござ

いますよ。ただ、今回のような取手駅西口共同ビルのような債務負担行為というのは、恐らく初

めてです。もちろんこれはＰＦＩ法というもとにやっていることですから、初めてになるんです

が、今までの債務負担行為というのは、原資はとりあえず一般財源なんです。取手市のお金なん

です。だから入るとか入らないとか、それがうまくまとまるかまとまらないとか、そんなことは

余り問題はなかった。少しずつ返していきましょうよと、税金の中からということでずっと債務

負担行為というのをしてきた。 

 ところが、今回の債務負担というのは、あくまでも不確定な要素、不確定な収益事業から上が

るお金をもってそれに充当しましょうということでしょう。ＰＦＩ事業ですから、初めてですか

ら、初めてこういう仕組みになるのは当然といえば当然なんですけれども。そうしたら我々が知

りたいのは、全協でも申し上げましたけれども、収益事業そのもののまず全容を示してほしい。

全容というのは、今の段階での分析ではなくて、例えばこの地域の人口動態がどうなるのかとか、

３０年間でどう動くのかとか、鉄道事業がどういうふうに変わるんだろう、あるいは高齢化率が

どうなって、車社会がどういうふうに変わるんだろうとか、そういうことを当然分析していると

私は思うんですよ。検討会には日本を代表するような銀行の調査役か何か知りませんが、メンバ

ーも入っているんですよ。だからそういうことがわかっているはずです。それが一向に出てこな

いんです。出てこないままに今とうきゅうの駐車場がどうのこうの、駅ビルの駐車場が何台ある、

民間が何台ある、この充足率がどうだとか、こういう話でしか我々には説明はないわけでしょう

よ。 

 しかもなお悪いことには、駐車場、駐輪場からの原資が足りなければ、一般財源から持ち出す



というんでしょう。これでは説明にならないではないですか。事業の説明になっていませんでし

ょうよ。そして事業の説明になっていないままに、例えばこの議会が債務負担行為を議決する。

そうしたら２０年後、３０年後の市民に負荷をかけるということになるんですよ、一般財源で。

もちろん政策を導入した首長も、議会で議決した議員たちも、職員も、二、三人は残るかもしれ

ないけれども、まず死に絶えますよね。骨になる、みんな。こういう無責任な話というのはない

と思うんですよね、幾ら何だって。だから、要するにきちんとした分析が恐らく私はあると思う

んですよ、そういうことを分析しているはずなんですよ、何とか委員会という取手市に設けた委

員会が。恐らく時間の流れというものを加味した分析結果を出してほしいと私は思っているんで

す。 

 そして質問項目に書いている、収益、ＳＰＣを含む全体の事業収支を示せというふうに書いて

きましたけれども、要するに早い話が、ＳＰＣと、要するにＰＦＩ事業ともう１つ、あれは民間

がやる収益事業と合築したビルになるわけです。でも合築している以上、やはり一体のものなん

ですよ。全体というのは部分の集合ではありませんでしょう。部分が集まれば、全体になるとい

うことではないと思うんですよ。お互いに有機的に連関してやったり、いろいろな関係があると

思うんですよ。そういうことを示してほしいというふうに言っているんですよ。ところがそれが

よくわからないみたい、職員は。おまえの言っていることは何を言っているのかわからないと。

こんな答えが返ってくるんです。大変情けない思い。自分たちがもともと企画したものではない

んですよ。 

 ＰＦＩ事業なんというのは、地方自治体が持っている土地、あっちこっちで買いあさった土地

が余っているんです。だからしようがないから、地方のやつら何とかしりをたたいてやらせよう

というのがあのＰＦＩ法ですよ、実は。私どもよく仕事で中央官庁の連中の話を聞くことがあり

ます。言うんですね、地方の重いしりをたたいてと必ずあの連中は言います。我々はそんなにば

かですかね。私はそんなにばかだとは思っていませんけれども、取手市議会も。ですからきちん

としたまず説明をしてほしいというふうに思っています、この事業については。自分たちがかか

わるＰＦＩ事業だけ、しかも３６４台の駐車場、２５０台は年契で、あと１００台は４回転させ

るとか、何となればその根拠は、駅ビルの駐車場がそうだというんでしょう。そういう根拠では

なくて、もう少し時間の流れの中で見てほしいと言っているんです。そういう基礎的なデータを

示してほしいというふうに私は思っています。つまり、政策の樹立の手法が間違っているんです

よ、今我々が議決しようとしているこの債務負担行為。そこをどういうふうに市長はお考えなの

か、ぜひ市長の見解をお尋ねしたいと思います。 

 それと最後に、大病院が外来患者に賦課する特定療養費というんですが、特定療養費というの

はどういうものか知っていますか。ここだと１つしかありませんから、そこに大変書いてあるん

でね。こんなことを書いてありました。他医院、他病院との連携を進めるため、紹介状をお持ち

でない初診の患者さんには、特定療養費として2,５００円を御負担いただきますと書いてあるん

ですよ。大きく書いてある。だから私も行ってびっくりした。つまり行ったら、要するに紹介状

を持っていますかという。ところが持ってないですから、いきなり行ったわけですから、そうし



たら2,５００円いただきますというんですよ。それは実はよく調べてみたら、いわゆる保険の対

応できる領域ではなくて、全く別枠で。 

 私が申し上げたいのは、ただ取られたということではないんです。協同病院と、もう固有名詞

を出しますね、申しわけないですけれども。取手協同病院と取手市の関係がどういう関係にある

かということなんですけれども、要するに平成７年から平成１０年までだというふうに記憶して

いますが、１億6,０００万円市民の税金を出しているんですよね、債務負担行為で。その前はた

しかＣＴスキャナか何かを買い入れるというので、取手市は１億円か何かお金を出しているよう

に私は記憶しています。つまりあれが誘致病院だということで、前市長の時代ですから、前市長

の話ではありませんけれども、厚生連の理事とか、前市長は務めておられましたから、そういう

関係があったのかどうか、その辺は私も定かにはわかりません。ただ、少なくとも取手市民の税

金が相当額が投入されているんです。恐らく取手市民ばかりではないのかな、周辺自治体もそう

かなと思っていますけれども。にもかかわらず行ったら、では小さな町医者に寄ってきましたか

と言って、そこからの紹介状を持っていないから2,５００円もらいますよというとき、私は払い

たくないとは言えないんですよ。患者と医者が対等の立場にないから、病気になったときは。で

すからこういうもの、初めてあの病院へ行ったものですから、よくわかりませんでしたけれども、

幾ら何だってそれはやり過ぎではないですかという感じがします。 

 そして、あの病院が勝手にそれをしているんだったら、私は何も言いません。それは患者と病

院の間で決めてくださいよという第三者的な立場をとりますよ。しかし、少なくともそういう債

務負担行為まで議決しまして、１億6,０００万円ものお金を４年間か５年間にわたって出してい

ますよ。そういうことをやって、誘致病院だからというので、取手市だって協力をしてきた。に

もかかわらずそういうふうにいきなり紹介状を持ってないからと言われる。そういうことはなか

なか言いにくいですよ、一般にはね。腹が立っても言えない、病気になったときには、対等の立

場にないから。そうでしょう、やはり労働者と使用者が同じ立場になかったから、片方を底上げ

するという一連の社会立法が出たんでしょうよ。そういう局面ではないかもしれないけれども、

患者と病院という関係の中では、今もそういう不公平といいますか、それが生きているんです。

それはぜひ取手市の地元病院ということで、取手市が極めて友好的な関係にある病院としてぜひ

ここは是正していただきたいなというふうに思います。 

 ややもしますと我々は病院とか学校とかいうものには思い入れがあるから、余り強くは言えな

い。しかし、強く言えないとだんだん自衛隊と同じようなことになってしまいますでしょう。最

初３００万円しか出さなかったお金が、あっという間に1,０００万円ですよ。自治体メセナのあ

りようがいいかどうかというこの論議はまた別としても、私はその辺もきちんと整理しておきた

いなというふうに思っております。 

 それともう１つ、これに関連するんですが、直接関連する話ではございません。病院の外来患 

者、要するに処方せんはあの病院でもらうと あの病院ばかりではないと思うんですが、要す 

るに門前に薬局があります、処方せん薬局みたいな。そうすると病院内でもらう薬の金額と、処

方せん薬局でもらう金額は違うというんですよ。手数料が入って、管理費が入っているというん



ですよ、処方せんの方は。こういうのもぜひ首長として、地元自治体として、大きな病院を抱え

る自治体としてその辺も交通整理をしてほしいなという思いがいたしますので、その辺ももしお

わかりでしたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

 １回目、以上にします。 

 ○副議長（増田剛人君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  幡哲夫議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 

 第１点は、財政運営の健全化、歳入増のための施策として何を考えたか。 

 なかなか難しい命題でありまして、いろいろあれやこれやと考えて、検討してということには

ほかならないんですが、しからばそれは何かという具体的なものになりますと、本当に今日的に

は難しいものがございます。長引く不況の中で、市民税の滞納もかなりあります。もちろん減収

もございます。そうした滞納等につきましては、今取り組んでいるスタッフといいましょうか、

職員の方は、御案内のように本当に誠心誠意を持っての取り組みだなと。というのは、答えが出

てきました。１億円台の回収というか、滞納整理ということもおかしいが、滞納先を根気強く誠

意を持ってということでしょう。従来二、三千万円というような非常に難しい事業が、１億円に

乗ったということは、議会の皆様にもそれなりの御理解と、また職員の労を多としていただけれ

ばと思うわけでもございます。市長のそうした歳入増のための１つとして、職員が非常によく働

いていただきました。 

 それから、全体的には右左ですぐに対応はできませんけれども、先般も触れましたけれども、

土地利用が非常におくれている。この起伏のあるところで排水が思うようでない、下水がおくれ

ていると。これも本当に皆さん努力をしてきていてもできなかったほどの難しいものであります

が、下水の南部幹線もそれなりの進捗の中で、土地利用についても、少しずつではありますが、

そうした協議、相談等がされてきているということもございます。 

 また、極めて小さいわけでありますが、土地利用については、例の農業生産センターというか、

キャッツのああいうマルハナバチの事業が、調整区域の土地利用も図るという方向の中で、１つ

そうした誘致もできた。今取手で考えられるのは、地方分権の中で調整区域というものの今後の

生かし方であろうと思います。無理に転用するということばかりではございませんけれども、そ

うした土地利用を図るようなことも進めてきたところであります。 

 入るをはかって出るを制す、この入るをはかってのはかるというのは、二通りの考え方があり

ますが、通常は「量」、量る。なるべく量を入れると。お金にしても、その他のものにしても、

そういうものが入るようにしようと。出るを制するのは、議会においても決算のときにはいろい

ろと御指摘もいただいていますけれども、不用額ということでは胸を張って説得力のある、こう

して節約をしたんだと言えるくらいの熱心な、予算には計上されたけれども、これだけ節約でき

ましたと、そういう取り組みもすべきであろうと、してきたところでもございます。 

 いずれにしましても、今日のこうした厳しいさなかでありまして、極めて難しい問題の取り組

みでありますが、特別な打ち出の小づちというわけにもいきませんし、知恵袋といっても、なか



なかいかない。フクロウにあやかって、気持ちだけは何とかいい形のものをと、こんな思いで来

ております。 

 なお、そういう中では、後段においても角田議員さんも触れておりますから、そのときにまた

これは御説明というか、お話しになりますが、そうしたものを含めて県の方での新たな租税債権

機構との連携の強化やら、使用料、手数料、こういうものを含めて歳入の確保の検討を指示して

きたところでもありますが、まだまだ不十分なところもございますので、引き続きそうした面に

しっかり取り組まなくてはならない、そんなことでございます。 

 個人市民税につきましては、県内でも上位ランクの取手でありまして、市民税は、これも市民

の皆さんの御協力、ありがたいなと、そんな感謝の気持ちを持って対処をしておりますけれども、

そういう取手であっていても、御指摘のように現状の厳しさ、そして今後の、そうした下降ぎみ

ではないかと言われるほどの今の社会情勢の中でありますから、この関係につきましては、今後

とも皆さんの御提言やら御意見を十分に受けとめながら、最小の経費で最大の効果を上げられる

ように、そしてまた重点配分というようなことにさらに意を用いて取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

 取手駅駅前広場の精算についてということであります。思いがけないところでヒントを与えら

れたというか、はっと気づかされたというか、これはこのままの推移ではいけないなと、こんな

思いで早速にＪＲ東日本の方に出向いてまいりました。根本的には昭和６２年の運輸省、建設省

立ち会いのもとでの協定というものが、動かしがたいものがありまして、こちらの意向が反映で

きるというところにはいかなかったわけでありますが、二度ほどお伺いをし、また口頭のみなら

ず、文書をもって要望もしてきたところでもございます。既に協定書があり、土地の売買契約書

というようなことでありまして、東口駅前ということで今までの区画整理全体的な流れの中であ

りましたので、御指摘のような件につきましては、その流れに沿わざるを得ないということであ

ります。 

 要望書としては、そうした東口の現状とともに、引き続き取手駅西口も6.５ヘクタールの区画

整理事業も始めていますということで、あるいはまた、Ｃ街区については、自転車、あるいは自

動車の大型駐車場もやりますよと。行政ですから、市民のためにということにはほかなりません

けれども、ほとんどの方が取手駅を利用する、ＪＲ東日本ということでのかかわりのものであり、

今日受益者負担、原因者負担と、こんな時代でもありますので、そうした面を含めて、特段の御

理解と御配慮をいただきたいということで、当方のそうした事情を酌んでいただきたいという要

望をしたわけであります。 

 それらにつきまして先方からもまた文書でこちらにも支社長の方から参っております。一連の

広場造成工事協定書というもので来ているということでありまして、先方にしてみれば、初年度

に関しては税制の特例を受けることになりますが、種々の希望による分割方式によりますと、２

年目以降については税制の特例を受けることができなくなるため、まことに残念でありますが、

弊社としては今回の要望に関しては、十分な対応ができないことを御了承くださいということな

んでありまして、その税制の特例というようなことと、従来４分の１というものが、６分の１の



方式というようなことやら、ああいう関係については、全国的にかかわる問題だけに、先方にし

てみればしっかりとした形であると。私の方としては、一括という、その前段は、こうしたもの

を何とか新たな今日的な立場で方法を考えられないかというようなこと、あるいはどうしてもと

いうようなことにもなりましたので、ならば分割でというようなお話もしたわけでありますが、

思うような話には進めなかったと。 

 ただ、今後、たまたまといいましょうか、豊島区が放置自転車の撤去というようなことでの鉄

道事業者に法定外目的税の賦課を打ち出したというようなことで、これは取手のみならず、これ

も全国ではありましょうが、たまたまうちの方も、駅前はどこよりもきれいに、そういう放置自

転車の取り組みはしておりますよと。なおかつ新たなＰＦＩによる、駅前の渋滞、あるいは放置

自転車ということの、ただ撤去の繰り返しでなくて、皆さんに理解を得られる場も今進めていま

すと。しかし、それも経費も莫大となりますので、そうした点も今後引き続いて取り組んでいた

だきたいと。なお、原因者負担につきましても、改正自転車法第５条２項の趣旨を踏まえてしっ

かりと双方の理解をという文面で、これも２回目のものも出した。 

 それらに対しても、今後とも取手駅構内の用地の提供等も行ってまいりますから、よろしくま

たというようなことで、東口の支払う負担金そのものについては、実質的に具体的なところには

いかなかった。しかし、これも取手駅という相互においての有効な今後の発展の原動力となると

ころでもありますので、今回はこの程度で理解をすべきなのかなと、こんなことで。 

 ただ、先方もそうした自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する

法律、いわゆる自転車法というものに基づいて取手の自治体と協力を継続していきたいと、こう

いう文面も来ておりますので、今回はそうしたことで、従来の流れに沿った形でいかざるを得な

かったということでございます。 

 払ったのかどうかということについては、収入役の方には、少し見合わせるようにと、こうし

た指示は出してきたところでもございます。 

 次に、宮ノ前の問題でありますが、森林公園と、たまたまそういう制度がありましたというこ

とで、しからばこの際は何としても解決しなくてはならない１２年余の長きにわたる地元の問題

でありましたので、そうした里山制度というようなことで取り組んできたということであります。 

 内容的には、向かい側と言ってもいい、柏のあけぼの山公園というのもありますから、ああい

うふうに里山のふうであっていて、中の相当な空間、広場もございますから、地元の皆さんとも

どもに楽しめるお花畑のようなものも工夫できるだろうと。そうした面については、担当の方に

おいてもかなりいろいろな、この前も示されましたような形で考えているということであります。 

 さて、先般の発注につきましては、よく議会の皆さんの方からも、地元業者育成ということで

あります。市の方、下水道の方もそうですが、担当職員を含めて数名の皆さんが集まって、いろ

いろ今までの一つ一つの事業に対する取り組みについては、こんなふうに詰めてきましたと。こ

のくらいと、そういう合議みたいな中で私の方では予定価格も進めてきております。皆さんにそ

この場でそれを記入してもらって進めるという形でありまして、今回もいろいろ地元発注という

ことが要望されているから、何とかこれを地元発注にする方法はどうなんだという職員の方から



も話がありまして、非常に分けにくいけれども、分けてみようということでありました。そして

ほとんどの方が指名の中に入るというものですから、今日いろいろ取りざたされているときです

から、来年からのものを前倒しの形で、事前公表にしてみるか、やってみるかということで事前

公表をしたわけであります。 

 この前も触れましたけれども、なぜに周辺が事前公表をやって、ここが今までしなかったとい

うのは、いろいろ研究していても、事前公表というのが一般的にみんな高どまりであって、いい

ように言われていて、実際お金を出す立場からみれば、もっと工夫されていいなというような思

いが強かったのでありますが、しかし、時代は一般競争をやりなさい、事前公表をしなさいとい

うことでありますから、事前公表ということでしたわけでありますが、しかも電子入札にはすぐ

にはできないけれども、それに近づけるべく郵便による速達親展、この発注についてはどこが指

名されているかわからないと。そこに競争原理も働くだろうということでしたわけでもございま

す。 

 先ほど御指摘されていましたように、高どまりで、もっと納税者の立場での経費の節減が図ら

れたのではないかと。これは一つ一つの事業については、共通架設費、あるいは現場監理費、一

般管理費、営繕経費とかといろいろなものが入っているんですよね。ですから、それが一括発注

ならば、それで済みますけれども、個々になりますと、そういうものはそれなりの経費の面では

考えさせられたり、事前公表ですから当たり前ですが、予定価格がわかっているわけですから、

そういうことでは当然高どまりになるというのは、全くやむを得ないことかなと思っております。

いわゆる競争原理が働かないという一面がございます。 

 この事業の内容等については、今までもお話ししましたし、今も御指摘がありましたけれども、

全体では6.５ヘクタール、大きい面積でありますので、そういう面を上手にというか、地形を生

かした形で整備を図っていこうと。今までの霊園の経過などもありましたけれども、最終的な場

面に至って、それよりもこの方がいいということで、この地形を生かした取り組みをということ

で、今進めていこうと発注をしたところでもございます。 

 次に、ＰＦＩの問題でありますが、かねてからこの関係についての質問もあり、また全協での

説明もしてきたところでありますが、そもそもの出発は、長い経過をたどっておりまして、今ま

で駐車場、駐輪場、早くからつくりましょうと言われてきたものを受けながら、西口が極めて渋

滞すると、交通混雑だと、これをどうするんだと、それについても、あの辺もシルバーさんを初

め市の職員も出向いて交通渋滞に対する少しでもお役に立つようなことで取り組んできました。

特に自転車については、御案内のようなかなり徹底した取り組みで、今明るい環境にはなってい

ますが、自動車の方については、朝に晩にといいましょうか、日常的に渋滞が余儀なくされてい

る。ですから、これはどうしたらいいのかといっても、先立つものが今は不如意でございますか

ら、それでたまたまこうしたＰＦＩという事業がよろしいではないかということであります。 

 これも先ほどのお話のように、実際これからの見通しなどは極めて難しいものがございますけ

れども、しかし、人間社会というのは常にお互いによりよい方向にと懸命な努力を続けているの

が地域社会でありますから、余り悲観的な困る方向だけになりましたら、とてもではないが何事



も進みません。お互いの継承してきている、今までの方々の懸命な努力というものを引き継いで

今があり、今後も同様にそれぞれの地域社会の発展をという一生懸命の取り組みでいくだろうと、

いくはずでありますから、そういう中でいろいろ触れましたように、かなり質の高い、内容のい

い民間の競争原理が今至るところに発揮されていますよね。そういう今日的な民間の質の高い競

争原理というものが、もっといろいろな面では相伴ってそうした内容がいいものにつながってい

くことは、当然期待されてしかるべきかなと思っております。 

 そこで、そうした大きなお金の関係、どんなふうになるんだということでありますけれども、

これらも１つの行財政改革の推進というか、取り組みにつながれるものにしていかなくてはなら

んなと思っております。当然のことでありますが、１４年度はＰＦＩの研究室というか、相伴っ

てＰＦＩが本格的導入ということでありますから、それのガイドラインというようなことでの検

討事業というものが、今まで勉強し、こうして着手の方向に来ておりますので、１４年度にはそ

うした専門的にさらに今後の取り組みにもということであります。 

 ＰＦＩ推進法に期待するといういろいろな政策研究大学の先生方の論文等もそれなりに受けと

めているんですが、税金に対する最大限の価値の追求であると。この考え方は、すなわちよいも

のを安くであり、低効率な公共事業システムとは相入れない実際のＰＦＩの導入で、費用と効果

の比較検討は進めていけるんだというようないろいろな先生方の貴重な論文等も承っております。 

 そういう中で一般の公共事業とＰＦＩというものがどんなふうに中が変わっていくのかという 

ようなこと、今日まだＰＦＩ推進法ということで取り組まれているわけでありまして 済みま 

せん。何せ問題が問題でありますので、少し手元にある政策研究大学の先生方の御意見等も少し

触れながら申し上げたということでございます。 

 あと、病院の方でありますけれども、病院につきましては、私も不覚というか、初めてお聞き

しましたものですから、これは早速に、地元病院でもありますし、今までの長いおつき合いの病

院でもあります。しかるべくこちらも出すものは出す中で、立ち上がって今日の運営に来ており

ますから、早速に病院の方に出向きまして、どこの辺まで是正ができるかでありますが、しっか

りと取り組んでまいりたいと。よろしく御理解いただきたいと思います。 

 ○副議長（増田剛人君）  持ち時間は来ておりますが、どうぞ幡君、簡明にお願いします。 

                〔１２番幡哲夫君登壇〕 

 ○１２番（幡哲夫君）  二度目の質問。私も長くだらだらと聞いたものですから、こういう

ふうになってしまいました。 

 大病院が外来患者にという、この問題、市長、ぜひ取手市長として先方にお伝えください。そ

してなるべく早くこの変則的な事態、解決していただきたいというふうに思います。 

 ＰＦＩ、全くなかった。何にも答えがなかったんです。そして政策研究大学院か何か知りませ

んけれども、いいんですよ、その政策研究大学院の先生が何と言おうとそれは自由ですから。た

だ、取手市長というのは取手市の市長です。リーダーです。そして、私は恐らく３０年後まで市

長にきちっと責任を持ってもらいたいという思いがあるものですから、このようなことを申し上

げました。何とか責任を追及できる仕組みをいろいろ法律的に考えてみたいと思っています。 



 以上にします。ありがとうございました。 

 ○副議長（増田剛人君）  幡君の質問はこれで終わりにします。 

 次に、１番角田知巳君。 

                〔１番角田知巳君登壇〕 

 ○１番（角田知巳君）  １番角田です。３月定例会は恐らくＰＦＩが主題となるかと思い、

一般質問をやめようかなとは思ったんですが、３点ほど通告しておりますので、ぜひお聞きした

いと思います。 

 あと、議長、今回私、原稿を全然持ってきておりません。先ほど市長がおっしゃられたように、

文章の表現力というのを、後期２年間で自分のスキルアップのためにもぜひ文章なしでやってみ

ようと思いまして、議場にいらっしゃる皆さんとしては非常にお聞き苦しい点が出てくるかとは

思いますが、また私、元来がらっぱちな性格ものですから、道を踏み外したときは、ぜひ議長、

遠慮なく忠告してください。よろしくお願いいたします。 

 では、まず補助金についてです。 

 平成９年だったと思いますけれども、行政改革大綱の中にもうたっており、毎年執行部の皆さ

んは補助金についていろいろ試行錯誤されていることだとは思うんですが、通告したときに、ま

だ予算説明書が出ていなかったもので、どれぐらいの数字が削減されたり、増減されているのか

なと、知らなかったもので、ちょっと中途半端な質問になってしまったんですが、予算説明書を

あけてみますと、３億3,５９６万1,０００円削減されています。この削減された数字は、まずど

ういう基準で削減をしようとなさったのかというのを市長と財政部長にお聞きしたいと思います。

これは補助金の１回目です。 

 次、入札制度の１回目です。 

 去年の３月の定例会においても、私はここでいろいろと質問させていただきました。そのとき、

当時小林助役だったと思うんですけれども、市長も前向きにどんどんやっていきたいと御答弁を

いただいています。御答弁してくださったからには、努力も当然されていると思います。努力と

いうのは結果的には数字になってあらわれてくる部分ではないかと私は思います。１年間でどれ

ぐらい入札制度改革でお金が浮いたのかも、市長、もしくは担当部局の方にお聞きしたいと思い

ます。 

 雇用についての１点目です。 

 これは貫井さん初め皆さんがいろいろ心配なさっているところなので、前段のごちゃごちゃと

したパフォーマンス的な部分は避けますが、まず取手市で失業している人はどれぐらいいるのか

という点をお聞きしたいと思います。 

 先日、私の会社でもアルバイトを募集するためにハローワークへ行ったんですけれども、龍ヶ

崎ですね。人がわんさか、若い人もいるんですよ。もしかしてこの中にも取手の方が結構いらっ

しゃるんではないかと勝手に危惧いたしまして、そんなかんだのところから、まず１点目は、取 

手市の中で失業していると思われる方は何名ぐらいいるのかというのを数字的にお尋ねします。 

 以上で１回目を終わりにします。 



 ○副議長（増田剛人君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  角田知巳議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 

 補助金の見直しは、長い経過の中で、今までの経過を振り返ってみましても、以前の状況もお

聞きしながら、なかなかその辺は難しいというか、一覧表を見ましても、それぞれ理由があり、

それぞれ大事なところなんですね。そういう中でもやはり見直しは必要だということで、市の方

でもそうしたワーキングチームのようなことで補助金の見直しを図ってきたところでもございま

す。１２年度、１３、１４年度というようなことでのそうしたことを見ながら、３億3,５９６万

1,０００円が削減できたということでありまして、この中には区画整理事業の補助金のようなも

のも入っておりますし、市の行政にかかわる全般的なものが全部入っているんですね。ですから

項目的にはかなりの項目がございまして、まだまだ項を見ながらも、もっと検討もしなくてはな

らんかなと思うのでありますが、いつかもこうした御質問にも触れましたけれども、いろいろな

団体等につきましては、極めて少ない額なんですよね。そういう団体はいろいろなイベントを初

め日ごろの福祉から健康づくりのボランティアとして、また大変御協力もいただいているんです

ね。そういうふうに考えますと、またそのほかの団体もそれなりにみんないろいろ市の行政には

かかわりの深いものばかりでありまして、非常にその辺は対応には苦慮しているということであ

ります。 

 なおまた、補足説明をいたさせますので、第１点については以上のようなことでございます。 

 第２点の入札制度につきましてはどのくらいかと。これは非常にまた表現が難しいんですね。

これは文章の表現力よりも難しい、その数字をどう表現していいかというんですね。片方ではち

ゃんと基準に見合った設計を積み重ねているわけですから、それは正しいものと認められている

わけですよね、基準単価で設計しているわけですから。それをまたこちらの判断で、ここはここ

の事情の中で、この辺まではという考えのものと、あわせて今度は競争原理がどれだけ働いたか

ということなんですね。これも担当の方の補足説明で申し上げさせてもらいます。 

 ちなみに、下水道の方では、明らかに金額も もちろん金額があるからだけれども、枝線を 

何本やりましたという表現はあるんですよ。ここではそういうわけにいかない。これだけのもの

があったら、こちらへこんなふうに回しましたと。それぞれ所管の中でいろいろ流用できる範囲

はされているんでしょうが、下水道の方ははっきりと枝線をこんなふうにと延ばせるんですが、

そういうことであります。 

 それから、雇用については、これも貫井議員さんのときにも申し上げましたが、臨時職員の雇

用の拡大、これは平成７年からずっと私が基本的に取り組んできたところでもございます。そう

いう中では今日的には外郭団体と合わせると３８０名、さらにまた平成１４年度におきましては、

臨時講師、いわゆるＴＴ講師の配置、生活相談員の配置、アートギャラリーの運営管理だとか、

そういうものも合わせますと、また５０名からになりましょうし、業務委託化による雇用の拡大

と、こういうものも各学校に関係するところでもございます。 

 そういう中で一番ひっかかるというか、もっと働いてもらいたいといっても、働けない制約が



あります。それがいわゆる所得の問題ですね。今１３０万円とかといいますが、今の皆さんはう

んと働くから、働く方にはもっと時間の手当も多くしてもいいとか、時間も長くとかということ

でありますが、１３０万円の壁がございます。 

 さらにまた、これも裏腹、開発はいけませんよというけれども、土地整備、下水道の南部幹線

の進捗に伴って大型店舗の相談も来ております。その他も下水道の進展の中でいろいろ出ており

ます。そういうことではこれまた雇用の拡大は当然伴ってくるということで御理解をいただきた

い。 

 以上です。 

 ○副議長（増田剛人君）  補足答弁を求めます。財政部長斉藤努君。 

               〔財政部長斉藤努君登壇〕 

 ○財政部長（斉藤努君）  それでは、角田議員の質問に対しまして市長の補足答弁を申し上

げたいと思います。 

 御質問は２点あったかと思います。まず補助金の見直しの件でございますが、削減の基準とい

うことなんですが、平成１４年度の補助金につきましては、３億円強の減になっておりますが、

これは主に区画整理事業に対する助成金の減というふうにとらえていただければありがたいと思

います。 

 さらに、入札制度でございますが、改革後どのぐらいの金額が浮いたかと申しますか、そうい

う御質問かと思いますが、パーセントで言いますと、１月９日現在で９5.９％でございます。金

額的には約4,０００万円ほどの差が生じてございます。 

 以上でございます。 

 ○副議長（増田剛人君）  同じく補足答弁を求めます。政策推進部長蛯原正勝君。 

              〔政策推進部長蛯原正勝君登壇〕 

 ○政策推進部長（蛯原正勝君）  補足答弁をさせていただきます。 

 完全失業率の取手市内の率はどのくらいかと、数字ですね、お尋ねですが、これは国レベルで

5.３％の失業率ですよという話でございます。それで県の方も、市町村、各自治体もこの失業率

については数字がございません。というのは、全国の職業安定所から国が総合して、国で数字を

出しているのかなというふうに理解をしております。 

 ○副議長（増田剛人君）  １番角田知巳君。 

                〔１番角田知巳君登壇〕 

 ○１番（角田知巳君）  では、２回目の質問をさせていただきます。 

 予算説明書を見ていたので、どんな基準でという質問をしたとき、全く予想したとおりのお答

えが返ってきたなと。実は２回目、３回目に私の質問したい部分が入ってきます。 

 去年の１２月の定例会の幡さんの質問に対して市長は、補助金の見直しについて、第三者機関

の導入を考えていると。ここに答弁書を持ってきているんですが、全部読むと長くなってしまう

ので、はしょりますけれども、つまり第三者機関の導入を検討しているとお答えになったわけで

すよ。ですから、私としてはその第三者機関等が入って補助金等の見直しは行われたのかなとい



うところも実はお聞きしたかったわけなんです。 

 それがどうやらなさそうなので、補助金についての２回目の質問は、市長にお聞きしますけれ

ども、議会で明確に答弁していらっしゃるのですから、当然用意、準備は進んでいることだと思

います。その補助金の見直しについて、第三者機関の導入がどのレベルまで検討されているかを

お答えください。 

 次に、入札制度についてお聞きします。２回目のですね。 

 市長はいろいろ苦心なさって、これは助役になるのかな。事前公表制度などを取り入れており

ますけれども、私も一、普通の経営者な部分もあるわけなんですが、最初、価格の事前公表と聞

いたとき、これは余計談合をやりやすくするんではないのとはっきり思いました。いろいろなと

ころで調べてみてもやはりそういう面もあるために、非常に懸念しているというところも多々あ

るようです。当然事前公表すれば、価格は割高なところでとまってしまうわけなんですね。そう

すると余計チェックがしづらいのではないのというのが、私、率直な意見でした。 

 実際宮ノ前の入札執行の数字を調べましたけれども、１から６ブロックに分かれていて、上か

ら、名前まで言いません。７9.２、９8.２、５9.１、９8.３、９7.３、９8.３という率で落札さ

れているようです。７9.２とか、５9.１という数字が出れば、これは市民の血税が浮いてよかっ

たなとは思えるんですけれども、当然のように９８とか９７とかできてしまっても、談合があっ

たかどうかがわからない部分というので出てくるのではないかと思います。 

 横須賀市の例を例えて去年の３月質問しました。ことしは横須賀市は４２億円ぐらい浮いたと

いう話を聞いております。それでもさらに横須賀市はもっと厳しい入札制度改革を行っているよ

うなんですけれども、ここからあとは３回目に質問しますので、入札制度に関しては、２回目の

質問というのは、事前公表制度の問題点というのはないんだろうか。それで事前公表制度をさら

に見つめ直すには、予定価格の問題というのにぶち当たるのではないかと私は思います。 

 去年小林助役に、市で独自で物価本というのをつくれますかとお尋ねしたときに、つくれるよ

と。大体１億円ぐらいかかるけれども、可能性としてはあるとお答えになっています。ですから

これは助役にお聞きします。大澤助役は取手市で物価本をつくるとしたら、幾らぐらい算定され

るのかなというのをお聞きして、市長には事前公表制度の問題点とかはございませんかというの

を２回目の質問でお聞きします。 

 ２回目の雇用に対しての質問です。 

 きのうの貫井さんの質問で、総勢何名だったか忘れましたが、いろいろパートで雇われている。

市としても努力されているんだなというのはお聞きしました。ただ、私が考える雇用創出という

のは、お給料の配分ではないのではないかというところなんです、市長。市民の本当に活力を生

かしていただいて、またそこからお金をつくっていただく、生産していただくんだというパラダ

イムがないと、いつまでたっても昔の景気がよかったときの政治の予算を分配して、はい納得し

てくださいよというのでは、今後の時代、生き延びていけないのではないかと思うんですよ。出

るもはかってくる時代ではないかと。出したところから今度は生産して、還流してくる部分まで

考えるような、行政というのはそこまでの企画力を持っていいのではないかと思います。まさに



それこそが地方分権であり、日本の中で先駆けた取手市の雇用施策というのを考えていただきた

いと思っています。 

 数字を１点目にお聞きしたわけなんですけれども、はっきり言って把握されていないと。把握

されていないのに、必要だと思う失業者の人たちにどういう職業が与えられるのかというのは私

はわからないんですよ。緊急雇用創出基金というのをお国からいただいているわけですね。むや 

みにわけのわからんところに わけのわからんと言っては済みません、失礼ですけれども、む 

やみにばっと流すよりかは、そういう基本的な調査をした上で、取手市においてはどういう人た

ちが困っているんだというところを分析して、そこにお金を投下しなければ、成果というのは上

がってこないんではないですか、部長。それを２点目でお聞きします。 

 以上で２回目を終わりにします。 

 ○副議長（増田剛人君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  第三者機関について、昨年の１２月に答弁されているということで

あります。いろいろな各行政のこうした補助金を含めた行財政取り組みの情報の入手等をやって

きております。そうした必要も考えながら、内部での取り組みも当然でございますから、そうし

たことで内部の取り組みで来ておりますが、この後の、なかなか内部では、情もございますし、

それぞれの思惑の中で減らしにくい、あるいはカットしにくいという面について、今後御指摘の

あった第三者機関の必要も考えられるということであります。 

 よく言われる、アカウンタビリティーといいましょうか、そうした行政の財政のバランスシー

ト、いろいろ言われておりまして、先ほどの幡さんのときにも、そうしたものを考えながらお話

はしてきたんですが、いずれにしても我々の取り組みの中で、入札の問題にしろ、補助金の問題

にしろ、今求められているのは財政の確立にほかなりません。財政の確立は一番問題にされてい

るのが、公債の残高だということでもございます。そういう中で連結決算方式の公開というよう

なことも言われております。いずれにしましても、行政と市民との信頼というものが大事であり

ますし、そういうものを常に考えながら、こうした補助金等についても、歳入という面からの考

え方ですから、補助金の見直しについては、歳入の総体的な動きというか、歳入が減少している。

しかし、県内においては、個人の市民税においては上位クラスにある。そういう中で何がどうし

てここまでこうしなくてはならない、それは経常経費がこんなにもありますよと。いろいろなこ

とで考えさせられるものが、これもこれもと重なり合わさっております。そういうものを総合的

に考えながら、こうした補助金の見直しにも取り組んできていると。 

 入札につきましても、よく一般競争がいいよと言われるんですね。なぜにそうだというと、指

名競争では競争原理が働かない。一般競争ならば働くんだと。一般競争も条件つきでやりなさい

よと、こう言う。そうするとそれはランクですから限られますよ。ですから、長い間一般競争と

指名競争という是非の問題を論じられながら、指名競争できたというところも、これまたそこに

これをよしとする考え方が働いてきたんだろうと思います。そういう点も考えながら、いずれに

してもここにありますように、談合疑惑が持たれぬようなより厳しい改革をということが前提で



今までもさまざまな論議の中で来ておったと。今回事前公表をしたと。これは予定価格が発表さ

れているわけですから、本当にこれこそ競争原理が働かなくてはならない。ところが９８％とい

うようなことから見ましても、競争原理が働かない。というのはどういうことかということです

よね。いろいろと考えさせられる内容でありまして、どこまで答弁していいか苦慮するところも

ございます。どうぞその辺は十分にひとつ内容の検討は、担当職員もすべて公表という原則であ

りますから、十分に検討していただきたい。 

 雇用についても、特別にこれとこれと、今私は１４年度は残業なしと、こういうことで指示し

ておりますから、しかし、残業なしといえども、今７８２名までにきましたけれども、それぞれ

の所管においてはかなり人手が足りないということであります。ですから、残業はやむを得ない

と。しかし、残業をやめろと。これにはそれぞれの職場の専門的な方々を早目に人事課の方に報

告をして、しかるべく公募をするということで御理解をいただきたいと思っております。 

 ○副議長（増田剛人君）  補足答弁を求めます。助役大澤健治君。 

                〔助役大澤健治君登壇〕 

 ○助役（大澤健治君）  補足答弁をいたします。 

 質問は２点あったと思うんですけれども、まず事前公表の問題点と、もう１つは取手版の物価

本をつくれないかということだったと思います。 

 事前公表の問題点につきましては、先ほど議員の方からも話がありましたけれども、価格がオ

ープンになるということで高どまりの心配があるのではないかというお話、それからもう１点、

談合の助長になるのではないかというようなお話がありました。確かにそういった面もあるんで

すけれども、事前公表としてのメリットもあるわけでして、例えばよく言われるように、価格を

聞き出そうとするような不透明な動きがなくなるということ、それから価格決定に関する官側の

介入を排除するというようなこと、そういったメリットもありまして、それぞれの自治体、いろ

いろ悩みながら検討して実行されているのではないかと思います。 

 取手に関しましては、前回宮ノ前の関係で事前公表、それから市長の意向も踏まえて参加者が

どなたかわからないというような仕組みでやらさせていただいて、先ほど９８とかという話もあ

りましたけれども、平均すると約９０％というような結果になったわけでして、しばらく試行と

いうことでもありますので、状況を見守っていただければなというふうに思います。 

 それから、取手市の物価本をつくるという話ですけれども、実際国の方でつくっている物価本

も非常に大規模な、地域別の調査をかけているんです。何も全国一律の物価本になっているわけ

ではなくて、県、全国でいろいろな特徴がありますので、わかりやすいのは、例えば生コンの価

格というのは地域差があるということで、各地域ごとに労務単価ですとか、資材単価なんかも決

めて、細かな調査をしているはずです。 

 取手でそれをやったらどうかという話なんですが、信頼のある調査をやるためにどのぐらいの

費用がかかるかということにつきまして、責任のある回答を今の段階でする自信がありませんの

で、わかりませんというお答えで御勘弁いただければと思います。 

 ○副議長（増田剛人君）  同じく補足答弁を求めます。政策推進部長蛯原正勝君。 



              〔政策推進部長蛯原正勝君登壇〕 

 ○政策推進部長（蛯原正勝君）  補足答弁をさせていただきます。 

 先ほどの議員御指摘の件は、緊急雇用対策に先立ちまして取手市の失業者の分析をしないでど

うなんだろうというお尋ねであります。この件につきましては、先ほど申しましたように、今の

ところを数字を持っておりません。ですが、今当市では、毎年１０数種類の各種統計調査を実施

しております。その中で産業別、事業所別、いろいろな項目をちょっと書き添えれば、その失業

率の調査も可能ではないかなと今自席で考えておりました。そういうところまで加味しまして、

これから対応できればと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ○副議長（増田剛人君）  １番角田知巳君。 

                〔１番角田知巳君登壇〕 

 ○１番（角田知巳君）  ３回目の一般質問を行います。 

 補助金について見直しを図っているかと聞いているのであって、減らすことばかりが正しいん

だよと私は主張はしておりません。逆に増設しなければいけない箇所というのもふえてくると私

は考えているわけなんですね。確かに財政が厳しいですから、できるだけ出費は抑えたいという

のは、きっと執行部の皆さんも考えはお持ちだと思います。ですけれども、多様化してくるニー

ズの中において、絶対今後必要だと思われる部署は、よくよく協議なさって、どんどん設置して

いただきたいというのが私の心情です。ですから、そういうような、何が必要なのかと広く市民

から聞き入れる第三者的な機関も必要なんではないかと思います。今定例会において政策推進部

と財政部が合体するような条例が出されていましたよね。だれが４月から政策財政部の部長にな

るかわかりませんけれども、その辺もぜひ考慮していただきたいということを、補助金について

は要望といたします。 

 入札制度改革に関してなんですけれども、市長、私、談合は善か悪かという質問を去年の３月

にしました。市長に見事うまくごまかされた答弁をいただいたような気がしたんですけれども、

私は談合というのは、善か悪かという、どっちかを選べといったら、やはり悪ではないかと思う

んですよ。市民の血税が不当にだれかのポッケに入っているのではないかと。今はデフレスパイ

ラルの中で、どの業者さんも、どんな仕事をやっている人もかつかつでやっているわけなんです

よ。特定の業種の人だけを守るために談合は必要悪なんだという理屈というのは、私は通用しな

い時代になってきているのではないかと思います。 

 ここで再質問なんですが、市長としては談合は善か悪かどちらとお考えになられますか、それ

をお聞きしたいと思います。 

 雇用についてです。雇用については、愛知県高浜市の例を挙げさせていただきたいと思います。 

 愛知県の高浜市では、市が5,０００万円出資して設立した高浜市総合サービスという株式会社

があります。どういうことをやっているかといいますと、美術館での売店の経営などです。病院

での受付業務とか、要は人材派遣会社をつくったわけですよ。市役所の中で専門的なノウハウを

持った職員さんがやめた中で、今度はそっちに就職するとか、また市民の人から就職して、いろ

いろな市の委託を受けたり、市の中で活躍なさっているようなんです。やはりこういうような、



さっきも言いましたけれども、お金をただ分配して雇用をふやすのではなくて、再度またそこで

収益をつくっていただいて、市に戻ってくると。僕はこういう、これは１０年前に行われたそう

なんですけれども、そういうような積極的なプランというのも非常に必要なんではないかなと。

この5,０００万円出資したという、額が高い、少ないとか、問題点も少なからずあるようなんで

すけれども、本当に分配するだけではなくて、再度生産していただいて、還流として戻ってくる

と。プラン・ドゥー・シンクのルーチンで回ってくるところまでもどんどん詰めていった、パブ

リックビジネスと言ってよろしいのかわからないんですけれども、そういう企画等が必要になる

と思います。 

 私も前の、これはいつかの議会でも言いましたけれども、取手には有能な市民の方がたくさん

いらっしゃいます。私なんかは、例えば緊急雇用創出資金なんかで市民の方に会社設立の企画プ

レゼン大会とかをやっていただいて、最優秀の企画には、そこに出資してあげるとか、市内に会

社をつくって、雇用をふやしていただくとか、さらにまち全体での活性化につながるような企画

等も必要ではないかと私は勝手に考えます。その辺については大ざっぱでよろしいので、市長の

御見解を聞かせてくれればと思います。 

 以上で３回目の質問を終わりにします。 

 ○副議長（増田剛人君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  入札制度は全国的にもそうした問題提起がされておるだけに、どこ

でもいろいろと研究をされているところでもありますけれども、またされているだけに、やはり

これは大事な問題として、納税者の立場での考え方ですから、予算を、経費を幾らでも抑えると

いう立場ですから、そうしたものがあってはならない、ないような努力を、方法をということに

ほかならないと思っております。 

 パブリックビジネスのお話もありましたけれども、今日いろいろな情報の中では、ベンチャー

企業、個人ベンチャー、本当に思いつきが思いがけないところですばらしい事業に結びつくと。

あるいはそうしたちょっとした奥様方の発明発見とも言えるようなことにつながって、それが企

業の方では、これはいいぞ、ぜひひとつ共同で進めたいとか、それを譲ってくれとかというお話

もございます。 

 と同時に、今の御指摘のように企業ができるということについては、企業も起こる方の起業育

成、そうしてベンチャー支援対策、起業家支援対策、そういうのは既にいろいろな形で進められ

ておりますから、ぜひ生産を上げ得られる新しい事業の進展に寄与できるような仕組みというも

のは、私も望まれているところでもございます。 

 補助金の方においても、そうした関連での再質問もありましたけれども、いずれにしましても、

新たな補助金を差し上げられるというか、そういうものが必要だというようなことも今日の経済

情勢の中では出てきてもいるだろうし、そうしたものはさらにまたこちらでも掌握に努めながら、

また御相談をいただけるような方法もとりながら、しっかりとした今日の社会情勢の取り組みを

してまいりたいと。よろしくお願いいたします。 



 ○副議長（増田剛人君）  遅刻届のありました小笠原俊郎君が出席しました。 

 これにて角田君の一般質問は終わります。 

 暫時休憩します。 

                 午後２時５４分休憩 

 

                 午後３時１３分開議 

 ○議長（関根豊君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、６番野口利枝子さん。 

               〔６番野口利枝子君登壇〕 

 ○６番（野口利枝子君）  ６番野口でございます。通告順に従って質問をさせていただきま

す。 

 まず初めに、下高井公団開発についてお尋ねをいたします。 

 今完全失業率5.５％、また5.６％とも言われる不況が続き、景気の回復の兆しは一向に見えて

まいりません。かつてバブル期には、首都圏では住み続けられない、広くゆったりとした生活を

望んだ人たちが取手に住まいを求めてやってまいりました。当時、この取手ばかりか、全国各地

で公団を初めとして開発が進められましたが、今は空き地としてその多くが売れ残っているのが

現状です。この地域も民間会社が買い集めた土地を、先が見えなくなったために市と公団に話を

持ち込んだものです。こうした無計画な開発が公団の財政を圧迫し、賃貸部門の黒字を食いつぶ

し、赤字決算としてきたのです。賃貸住宅の居住者には家賃値上げを押しつけ、あげくには小泉

構造改革によって、もうかる公団賃貸住宅は棟ごとに民間会社に売却、住宅金融公庫の廃止、都

市基盤整備公団そのものを２００５年度までには廃止する方向を打ち出しました。出された整理

合理化計画は、１４年度中に措置を講じ、１５年度には具体化を図るとしています。 

 内容を見てみますと、市街化整備改善事業は、都市再生を図るものに限定する。つまり東京と

大阪のみというふうになっております。また、新規の宅地分譲事業、いわゆるニュータウン開発

事業は廃止をする。３つ目に、現在事業を実施中の資産についての時価評価の結果を踏まえ、採

算性に問題があるプロジェクトの見直し、既に取得した土地の処分などを早急に進め、含み損の

大幅な圧縮を図るとともに、できる限り多くの継続事業を速やかに終了させると、このように打

ち出しております。 

 さて、下高井公団は、このどこに該当するのでしょうか。公団として今回事業の見直しを図り

ましたが、見直しが足りないと見え、国土交通省の最終決裁がいまだおりておりません。果たし

て何かネックで見直し作業がおくれているのでしょうか。取手市内には未利用宅地、未入居住宅

が１万5,０００戸もあるとすれば、採算性を見る限り難しいと判断して当然です。 

 日本共産党としてこれまで下高井公団開発については、市内には開発はしたけれども、宅地も

住宅も売れ残っており、先行きの見通しもなしに進めるのではなく、貴重鳥類の生息する残され

た貴重な自然を残すこと。また、３・２・４０号線、３０メートル幅の道路は、公団北部でのア

クセスもない取りつけ道路であり、公団負担で行うこと。まして３０メートル幅の道路は余りに



も過大であると警鐘を鳴らし続けてきました。しかし、計画は将来への見通しもないまま今日ま

で来ております。 

 谷津田の上に道路を通そうという今回の都市計画道路３・２・４０号下高井・野々井線、いわ

ゆる３０メートル幅道路は、さらに見直しを図るべきと考えますが、市長の答弁を求めます。 

 当初計画では下高井公団、平成１５年度で試行期間は終わるはずでした。しかし、昨年５月に

行われた住民説明会では、早くてあと１０年、それよりも延びる可能性の方が高いわけですが、

参加者からは、それまで生きていられないな。そうした声が上がって当然です。仮換地がされて

いないため、地権者の中には家の建てかえができない。区域内の土地を売ることもできない。固

定資産税は上がって、ひたすら納め続ける。こうした状況です。 

 ２つ目に、市長、公団と取手市の責任で、地元地権者の不利益の回避を避けることは当然だと

考えますが、市長の所見を伺うものです。 

 先行き不透明な開発を進めてきた公団と取手市の責任は、極めて大きいと言わなければなりま

せん。公団民営化が打ち出した地元地権者初め地域住民もどうなるだろうと心配をしています。

今日の時点で取手市が行うべきことは、開発の先行きの見通しを地元住民に明らかにすること。

その上で抜本的な見直しを可能な限り地元住民と合意で進めること。見直しによるまたこれまで

の住民の不利益は、公団の責任において解決を図ること。そのことを公団に求めるべきと考えま

す。見通しを確認した上で、住民の不利益にならないように、見通しのない開発計画は抜本的に

見直すべきと考えます。市長の所見を伺います。 

 次に、西南部地区開発について中止すべきと提案をいたします。 

 西南部地区開発と言えば、昨年の３月に整備計画の基本構想が出されました。平成８年の第四

次取手市総合計画、平成１０年の取手市都市計画マスタープランの将来人口想定では、３年後の

１７年には１０万6,０００人、１３年後の２７年には１４万人としています。下高井公団開発が

今述べた状況であるのに、開発しても見通しの持てない西南部地区開発を本気で進めようとして

いるのでしょうか。３月１日付の広報に、２月１５日現在の人口が書かれておりました。８万1,

８５９人、もう８万2,０００人を割っているわけですから、３年後に１０万人を超えるなど到底

あり得ません。基本構想の中にも触れられておりますが、低迷した社会経済条件下であること、

周辺には多くの競合物件があり、供給過多状況が続くこと、雨水の被害対策が必要で、負担が大

きいこと、このように問題は山積みしているとしています。 

 下高井公団開発どころか、守谷市の東の地区の守谷東特定土地区画整理事業が破綻寸前の悲惨

な状況に陥っています。ここは１９８８年にスタート、９５年に完成を見込んでいましたが、５

回にわたって計画変更しています。総事業費はほぼ２倍に膨れ上がり、保留地の分譲地の売却率

はわずか３０％となっています。常磐新線を当てにしていてもこの状況なのですから、取手市内

は推して知るべしと言えるのではないでしょうか。西南部地区開発については中止をすべきです。

市長の所見を伺うものです。 

 次に、道路整備計画についてお伺いをいたします。 

 国道２９４号線と県道水海道線との交差点の改良の早期実現を求めて質問をいたします。 



 国道２９４号線とこの県道水海道線の交差点は、変則的で大変わかりにくく、しかも坂で見通

しが悪く、いつも渋滞と、大変危険な交差点としてどなたも御存じのように、住民の皆さんから

も改善をの声が強く出されておりました。 

 先日も県道から車が２９４号線の下り方向へ行くのに、信号でとまっている車の列に入ろうと

２９４の道路をふさぐということがありました。幸い事故には至りませんでしたが、本当に危険

だなと感じました。 

 市長も既に県に対し交差点改良を取手市の重要要望として要求されておりますが、日本共産党

としても毎年住民の声として、塚越県議とともに龍ヶ崎土木事務所へ実情を訴えてまいりました。

ことしも２月の７日に行ってまいりましたが、事務所からは、２９４号線と直角にすりつけるよ

うに改善を図ること、そのために今年度中に概略設計を行うとの確認をいたしました。排水問題

解決と２９４号線から中央タウンへの市道は、県が交差点改良を行うとき、市もあわせて行うと

伺っておりますが、県と共同して交差点の改良の早期実現を求めるものです。市長の答弁をお願

いいたします。 

 最後に、競輪問題について伺います。 

 一昨日、競輪調査特別委員会のメンバーがやっと決まりました。委員会も本格的に活動開始で

す。昨年の９月議会に委員会が設置はされたものの、１２月議会、臨時議会と経て、難産の結果

やっとスタートさせることができました。住民の声の結果と言えます。張り切って取り組んでい

きたいと今決意を新たにしているところです。 

 それでは質問に入ります。取手競輪場の廃止に向けた計画を立てるべきと提案をいたします。

競輪事業は今や全国的に事業が成り立たなくなっており、所によっては赤字を税金で補てんとい

う自治体まで出てきている始末です。 

 こうした社会背景の中、取手競輪だけが例外とはいきません。ギャンブルの赤字補てんに税金

投入など絶対許されることではありません。何らかの手だてをとらなければなりません。その一

つとして、この取手市議会にも競輪調査特別委員会が設置され、真剣に議論をしていこうという

ことになったわけです。 

 さきの１２月議会で同僚の加増議員が競輪の将来予測、シミュレーションを立てるように提案

をいたしました。当然立てていただいたことと思います。この取手競輪場も年々入場者数も売り

上げ金額も減少傾向にあることは御存じのとおりです。水戸市・土浦市競輪事務組合分は年間３

００万円ずつの一般会計への繰り入れとなっており、赤字目前といったところです。県は中長期

計画なるものを立て、躍起になって売り上げを伸ばそうとしておりますが、もちろん効果は上が

っておりません。若者、女性、ファミリーをターゲットという計画ですが、ギャンブルが健全な

青少年の育成を図るべき自治体が行う仕事でしょうか。ましてや宣伝をするなどとんでもないこ

とと言わなければなりません。 

 ことし１月行われました取手市開催競輪の結果は、入場者数は３万5,４６２人と昨年と比べ2,

０００人減少しておりますし、車券売り上げ額は１８％も減少しております。この中で赤字に転

落、税金投入というときが来てからでは遅過ぎます。将来予測を即行うべきと考えます。市長の



所見を伺います。 

 取手市の開催権は、永久開催権ではなく、２年ごとの暫定開催権です。つまり更新しなければ

よいわけで、やめることは簡単です。しかし、仮にやめる場合、選手会の補償金、従事員の退職

引当金を支払わなければならないことも起こり得ます。従事員の方の補償をすることは当然であ

りますし、退職前に職を失うことがあってはなりません。県も市もきちんと責任を負わなければ

なりません。だからこそ職員組合とも早く協議をし、これまで頑張ってこられた従事員さんの声

をきちんと聞くことが必要だと考えます。収益金のすべてを繰り出すのではなく、積み立て計画

が必要です。市長、自治体はギャンブル収入に頼らない財政づくり、財政運営をしなければなり

ません。競輪からの撤退、ひいては競輪場の廃止に向けて今すぐ計画を立てるべきと考えますが、

市長の所見を伺うものです。 

 １回目は以上といたします。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  野口利枝子議員さんの御質問に御答弁申し上げます。 

 下高井の区画整理といいましょうか、もう１０数年にもなろうかと思いますが、地元の皆さん

の方で、今の現状ではどうしようもないと。荒れるがままに手の施しようがない。しかも林とい

うか、こんもりした山林と谷津田というようなことで、一体どういうふうにあそこの土地につい

て考えておられるのかというお話を、私もお聞きしたわけでありました。その後行政の方で、前

任者の方でそうした地元の要請にこたえるべく、何とか、いわゆる環境の整備ともいいましょう

か、何らかの手だてをというようなことでありましたところ、当時においてはまた公団も体力の

ある状況でもありましたので、公団の方で手がけてみましょうと。公団による区画整理事業とい

うことが取り組まれたわけでありますが、多くの地権者の中、特に大きい地権者の方の同意に時

間を要したというようなことで、今日まで来ております。 

 ですから、かなりの時間的な経過をたどりましたので、まさしく大きな経済の転換期の中での

経過であったものですから、御指摘のように今ごろ何だというような御指摘もありましょうし、

ではそのまま置いてもよかったのかということもありますが、地元の皆さんはとにかく何とかし

なくてはならんと。あのままでは困ったというようなこと、少しでも土地の利用を図りたいとい

うようなことから、取手という大きな観点からしますと、交通環境、また地理的な首都圏の位置

づけということでは、住宅地としてもいいだろうと、こういう御理解もあっての経過とともに、

大きな地主さんの方も同意をいただいたという中で、本格的に取り組むということになりました

が、余りにも時間がかかり過ぎた経過がありますが、しかし、ああした取り組みの中で今進めら

れておりますから、これは責任のある仕事として行政も、公団も立派に仕上げなくてはならんと

いうことであります。 

 今の情勢での見通しというようなこと、いろいろと懸念されるものもありましょうけれども、

やはり時代のこうした背景から考えますと、今なぜ取手にそうした空き地やら空き部屋があるの

かということは、選択肢の中でどうにも選びようがないほどに古い、あるいは傷みがある、質が



低下していると、こういうことでありますから、それはそれ空き家はあるにしても、質の高い、

優良な住宅地、これは先日も柏、あるいは我孫子、松戸、それぞれの首長さんにもお会いしたと

ころでもありますが、柏なども年々2,０００人からはふえていますよということであります。取

手という知名度は高いんですが、茨城というふうな言葉になりますと、どうしても川を渡る、そ

こに何かしら抵抗が感じられているみたいですねと。柏の方においでの皆さんも、中には取手ま

で行ったけれども、取手は常磐線という名前で近くに思ったが、川を渡って茨城だというと、何

か柏の方がという、何人かのお話もあったとかというんですが、やはり質の高い住宅を目指すと。

それには単に住宅のみがいいものをつくればではなくて、環境をいい環境にしようと、そういう

ことで内容を一度ならず二度、三度と見直しを図って、自然林を努めて多く残そうと。環境的に

申し分のない形にはなってきております。 

 そういう中で３０メートル道路はどうかということでありますが、総体的に３０メートルであ

りますが、前にも御説明申し上げたところでありますが、車道の方は１６メートルです。両サイ

ドの歩道を７メートルずつとってある。７メートルもかなり広いです。広過ぎることであります

が、その歩道の７メートルの２メートルは植樹、樹木、桜も植えられるでしょうし、この間言わ

れた河津桜、また地元の方でもあるでしょう。そういうことで桜並木やら、梅もあるでしょうし、

まだその他いろいろと四季折々の変化のあるいい樹木の、あるいは並木の配置も考えられるよう

にということで、７メートルのうち５メートルは歩道、２メートルは緑樹帯、言うならば小公園

的なところですね。だから桜などですと、桜の季節、あるいはまたカエデだとか、イチョウなど

では秋の紅葉、いろいろと折々に楽しめられる樹木の配置、混植といいましょうか、考えられる

と思います。 

 ですから、３０メートル道路というと、３０メートルの自動車道路というふうにちょっと考え

がちで、いつの間にか３０メートルというが、正式のもあるはずだよな。いい名前をつけます。

そういうことで、ぜひ野口議員さんも地元のお立場でいろいろと御心配もあるでしょうが、そう

いう心配を払拭される。さすがにいろいろ意見は言ったけれども、結果的にはいいものになった

なと受けとめられるように全力で頑張っていきたいということであります。 

 ですから、余り際どい話をしますと、地元の人は心配になりますから、地元の人に余り心配を

与えないようなことでひとつ御配慮をいただきます。そして不利益は回避というよりも、不利益

にならないように、当然これは行政の責任ですから、そういうことのない取り組みですよね。こ

の問題は地元の方も本当に期待をされていますから、私らがお会いする関係では、皆さんに大変

理解を持っていただいていますから、余り心配をさせるようなひとつお言葉はお控えいただきま

して、何とか頑張るから、皆心配するなよと、こう励ましていただきたいなと思います。 

 見通しということでありますが、見通しも質の高い住宅ですから、既に行政としてはしかるべ

く取り組みをしております。ちゃらんぽらんに個別にどうのではなくて、やはりしっかりとした

ところで、しっかりと受けとめられるものをということで今責任のある取り組みも進めておりま

す。 

 それから、西南部の問題ですが、これも別にまだ開発するというわけではない。右左にそうい



った地域整備というのができるわけではございませんから、行政の責務において、ではあの地区

はどうなんですかと、こういう質問のときに、いや何もまだ考えていませんと、こういうことで

は地元の皆さんにも、何だい市の方は、おれらの地区については何を考えているのかと、こうい

うことにもなります。ふれあい道路というのは、都市計画道路でメーター何百万に近いほどかか

っていますよ。道路から下、下水道もやっていますが、だから都市計画道路というのは、両サイ

ドの土地利用を図れるようにするのが、これまた行政の責務でもございますので、そういう意味

においてはいろいろなことで土地利用が図られるような段取りを今しているということでありま

す。 

 同時に、あの辺は、今地元の皆さんとの話の中でも、すぐに住宅をどうのというようなことは

考えてはおりません。しかるべくそうした何かの相談があったときには、それなりに対応ができ

るだけの準備をしておきましょうということでありまして、いいものがいずれは相談になられる

だろうと。いいもの、大きいものが来ても、相談になれるような準備をしておきたいと。先ほど

も幡議員さんのときにも触れましたけれども、土地利用が取手のこの程度の環境であれば、基盤

づくりということで、体力のあるまちづくりはまず土地利用からだと思います。あの辺も排水も

悪い、下水も悪いということですから、排水、下水には特に配慮して、そうした基盤整備、土地

の環境整備を今図ろうというところでございます。 

 ２９４号線は、おっしゃられるように曲がっているから、曲がっているところは危ないから直

そうと、こういうことで、直します。直しますと言っても県道ですけれども、そういう話を詰め

ているところですから、これもあの地域の交通事情を考えたり、あの水海道線がふれあい道路の

方を真っ直ぐ抜けられることが望ましい。前にもそういった話はされてきたところです。私が県

会のころもそういう話がありまして、あそこの拡幅もずっと一応調査はした経過がありました。

だからあそこには学校用地かと思ったら、個人の土地も結構入り組んでおりまして、そういうの

がようやく解決できましたので、当初の考えのようにほぼ真っ直ぐ郵便局の方へできるようにと

思って、今県の方とも協議を進めているということであります。 

 競輪の問題は、今度特別委員会ができましたから、特別委員会の方でまた論議を深めていただ

ければと思いますので、ひとつ御理解をいただきたい。 

 シミュレーションはあるんです。持ってはいますけれども、こういう御時世ですから、この前、

１２月議会の加増議員さんのときに御答弁したとおりであります。いろいろ細かく御答弁したと

思うんですが、ひとつ御理解をいただいて、特別委員会の方でひとつ十分に論議を深めていただ

ければと思います。シミュレーションはそれぞれの立場での見方もあるし、これは難しい。 

 ○議長（関根豊君）  ６番野口利枝子さん。 

               〔６番野口利枝子君登壇〕 

 ○６番（野口利枝子君）  ２回目の質問をさせていただきます。 

 まず下高井の公団開発なんですが、大体自然のあるところ、田んぼのところ、谷津田とか、そ

ういうところの開発になりますと、すべて地権者の人からこの土地を何とかしてほしいという要

望が出されて、どこもかしこも開発という形になっているという、どこでもそういう御答弁があ



るわけですが、そうではなくて、植える自然ではなくて、今ある貴重な自然を残すべきだという

ふうに私たちは主張してきたわけですね。それを地権者の利益優先という形でこの間きていると。

それについてみんながみんな賛成しているわけではない。それを言いたいんですね。以前にも固

定資産税のはね上がりが大変で、もう既に平成５年からですから、もうすぐ１０年近く固定資産

税がはね上がって、にっちもさっちもいかない状況が続くわけなんです。 

 これはある方の固定資産税なんですが、平成５年のときの金額と、その後市街化区域になって、

固定資産税と都市計画税と両方合わせますと何と１６０倍とか、１３０倍にはね上がっているん

です。2,５００円ぐらいであった税額が、４１万円にもはね上がる。そういう状況が起きて、そ

れがここ何年も続いているということなんですね。民間会社が買い求めた土地だと。それを公団

と市が推進をしていくという状況になったわけですが、今現在こういう状況でにっちもさっちも

いかない状態が続いている。公団も必死で何とかしなければならないと頑張っているというのは

存じています。 

 新駅をつくることによって付加価値をつけるということで、新駅をつくることが明らかになり

ました。共産党はその新駅については、市が多額な税金を投入して、豪華な駅をつくるのはやめ

ようということを一度主張をいたしました。市長はどうせつくるんだったらというようなことも

答弁の中にございましたが、今回、平駅に決まったというふうに聞いておりますので、そこの確

認をさせていただきたいと思います。 

 それから、３０メートルの幅の道路、歩道が７メートル、７メートルということは、よく存じ

ております。３０メートルの幅であの地域が分断されるみたいな形になるということが、果たし

ていいのかどうか。それはできてみてからでなければわからないというのかもしれませんが、逆

にこの道路の予算が、当初予算、これは取手市が持つ部分ですけれども、公団の敷地内は違うん

ですが、公団区域外の市が負担する部分の総事業費、当初予算が約４４億円というふうに聞いて

おります。ところが最近の資料を見てみますと、もう既に５０億円の予算にはね上がっているん

ですね。よく公共事業、予算あって決算なしというようなむだな公共事業が見受けられますが、

こういうやり方では困るわけですので、ぜひこの中身について御説明をお願いしたいですし、谷

津田に土を入れて、その量というのが物すごい量になるわけです。これが今回の公団の負担にも

大きくなっているんではないかというふうに予測がつくわけです。ですから、３０メートル道路

はやはり見直すべきではないかというふうに考えますが、もう一度御答弁をお願いいたします。 

 市長は心配をさせるようなことを言うなというふうにおっしゃいますが、もう既に皆さん心配

をしているわけです。心配しているからこそ次の西南部地区開発にも、土地を持っておられる方

は、下高井公団開発のことがあるから、今はやめておこうという市民の皆さんの声になっている

わけですから、だったら、心配がない見通しをきちっと示すのが市長の役割ではないでしょうか。 

 西南部地区開発についてですが、今言いましたように既に下高井で経験されている人は、ちょ

っと待てよという思いに至っている。この間、今回の議会でも、下水道の南部幹線は予想以上に

早くでき上がってきたということで、大変市長は喜んでおられるような発言が二度、三度聞かれ

ました。こういうやり方でとにかく地権者から開発してくれよと言われれば、全部手をつけてい



たら、取手の中の緑は本当になくなってしまう。このままでは自然にあふれた取手市の魅力がど

こもなくなってしまうのではないかというふうな心配が逆に起きるのではないでしょうか。 

 大型店誘致のための開発を重視する政策は、もうやめにして、住んでいる人たちの生活基盤整

備、暮らしに密着した整備を進めていくことの方が大事ではないでしょうか。将来取手から巣立

っていった子供たちが帰ってきたときに、心がなごむまちであってほしいと思うんです。それが

緑もどこへ行っても見受けられない、そうした取手市にこのままでいけばなるという、そうした

心配があります。これについてもう一度御答弁をお願いいたします。 

 ２９４と交差点については、進めるということで今御答弁がありました。曲がっているところ

は直しますということで話を詰めているということです。具体的にいつごろを目指して、今回の

予算書にはまだ計上されていないようでしたので、いつごろを目指しているか、ぜひお答えをお

願いしたいと思います。 

 このとき中央タウンの方は、住宅密集地域がそこにあるわけですよね。ですので、安全対策を

することは当然でありますし、あそこは稲小学校も近いですので、ぜひ地域住民の声を尊重して

進めていただきたいと思います。これについては要望にとどめます。 

 最後、競輪なんですが、私どもいろいろ競輪を開催している県や市に伺ってお話を聞いたりし

てきました。お隣の千葉県で松戸競輪と千葉競輪がございますね。そこで開催権を持っていた千

葉競輪組合というのがあったんですが、これは市川市を含めた２６市でやっていたわけなんです

が、平成１１年度で両競輪から撤退をいたしました。取手競輪と同じように平成２年をピークに

とにかく売り上げが激減をし、平成９年には半分に落ちたというのです。翌年には最高時の４4.

７％、半分を割ったというのです。そこで赤字に転落してからでは遅いということで、市川市で

はこの将来予測、シミュレーションをきちんと立てたところ、もう赤字は免れないと予測をし、

売り上げどころか、自治体が税金を投入することになると。それは住民の理解も議会の理解も得

られないということで、きちんと撤退の準備を始めました。 

 まず組合構成の２６市全部の議会に議決をもらうために何度も市長会を開催して、それをクリ

アしていった。その間には選手会との協議をし、振興会に意向を伝え、肩がわりをお願いした。

そして最後に施行権の返上の手続をし、解決金を支払い、そして１年半をかけてやっと撤退をし

たということなんです。 

 この解決金というのは、２６市で２０億円というふうに聞いております。これまでも撤退をす

ることを計画する前から、きちっと特別競輪や場外車券の収益金は基金として積み立ててきてお

りました。だからこそ平成８年に赤字に転落しても、その基金を補てんする中でクリアできたわ

けです。何事も準備と順序が大事だというふうに思います。この担当者は大変な作業であったと

言っておられましたけれども、大仕事をやり終えた自信が感じられました。重ねて競輪場廃止に

向けての計画を立てるべきと考えます。再度答弁を求めるものです。 

 県の方で外部監査というのが、今回競輪事業特別会計の収支状況及び管理運営状況ということ

で監査がされました。その中に指摘されておりますのは、将来の設備投資計画、資金計画を作成

し、事業の継続を目指すべきであると。要するに何も積み立てをしていない、入ってきた収益金 



は全部使ってしまっている。これでは計画性がなさ過ぎる 済みません、読むところが違った。 

施設の減価償却、従事員の退職給与引当金等の非現金支出が認識されていないというふうに指摘

されているんです。これは取手市も同じことではないかというふうに思います。きちっと計画を

立て、従事員の皆さんの退職金のことも含め、選手会の補償金のことも含め、今からきちんと計

画を立てる必要があるのではないかというふうに思いますので、その点について再度御答弁をお

願いいたします。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  野口利枝子議員さんの再質問に御答弁申し上げます。 

 自然というものはまさしくありのままということにほかなりません。しかし、ありのままの自

然がそのままでよろしいのかということが１つと、やはり地権者という関係、あるいは全体の中

での位置づけ、そういうものが総合されますと、今日それぞれの地区で新しい住宅が建っておら

れますように、状況はまことに大きな変化、変容を来しております。と同時に、そうした自然を

時代の中で、環境というものは時代とともに新たにつくっていくべきものであるということでも

ありましょう。いや応なしに失われてきている自然というものが、決してそのままでよしとはど

なたも思っておりませんから、それにどう対応するかと。今までの取手も御案内のように新しい

住宅のところは、かつては山林であったり、畑であったり、田んぼであったりということにほか

なりません。ですから、それらでは新たに環境をつくる、自然をつくる、緑をつくるということ

であります。 

 ですから、先ほどもただ車道だけの狭い歩道の道路ではなくて、両サイドには２メートルずつ

の植林をする。これは２メートルの両サイドですから、両サイド、イコール４メートル、センタ

ー部分もありますと５メートル、そういうことでそこに樹木を植える。ですから、なくなられた

ところもありましょうけれども、これとても相当な面積になりますよ。そういうことでいろいろ

な面で工夫をしながら、小公園的な樹木、緑、あるいはお花も考えられるかもしれませんが、そ

ういうことで環境をつくっていくんだと。またそうならざるを得ないんですね。ならざるをとい

うか、ほうっておけばあのままで荒れ放題、だれが管理するかだって、管理するしようがないん

です。ですから、失われる緑は大変惜しいものがございますけれども、それに見合ったようなこ

とで、あと例えば１０本樹木があったと。それがただそのまま放置しておいては、藤つるが絡ま

ったり、下の草もならない貧弱な樹木だけれども、それが少し手入れをされたようなことになれ

ば、１本でも１０本分にもなる。樹木は数よりも、私は太らせることも大事だと思います。大き

い樹木、そういうことは後世に残すことですから、いずれ後世において立派な樹木だと評価され

るようなことを念じております。 

 そういうことで、皆さんにもよく御理解をいただけるようなことで、また見通し等もいい形に

なるようなことを、今度は担当職員が地元にもよく説明できるようにと思っております。 

 それから、道路の方も、これは予算次第でありますから、予算をひとつ御賛同いただけますよ

うに。提言やら意見は多いけれども、あれをやれ、これをやれは多いけれども、いざになると、



いつも予算反対では困りますので、予算も部分的にこれだけは賛成だよ、あとは反対だよといっ

たって、これは全部連動、連携しているわけですから、その辺もよろしく御理解をいただきたい

と思います。 

 競輪の方は、シミュレーションは、今野口議員さんがおっしゃられたように、全国５０場、半

分はそんな形のように伺っております。よろしくお願いいたします。 

 ○議長（関根豊君）  ６番野口利枝子さん。 

               〔６番野口利枝子君登壇〕 

 ○６番（野口利枝子君）  下高井公団の、要するに見通し、今の時点、まだ最終決裁がおり

ていないわけですが、多分取手市の代表として市長も国土交通省の方に声を上げていると思いま

すので、その結果というか、どこらあたりまで要望を出して、こういう状況で心配は要らないと

いう言葉はわかりました。その心配は要らないという裏づけとなる中身をお答え願いたいと思い

ます。 

 それをお願いして、３回目とします。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  世の中というのは、そういうように何もかもこうだった、ああだっ

たと言っていいことやら、言わなかった方が結果的によかったことやら、いろいろありまして、

決してうそをつくとか、隠していることではございませんけれども、どうぞ市長を信頼していた

だいて、見通しを持って、しっかりとした、心配のない取り組みであるということを重ねて申し

上げて、御理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（関根豊君）  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。 

 次に、２４番髙木晶君。 

                〔２４番髙木晶君登壇〕 

 ○２４番（髙木晶君）  一般質問を行います。日本共産党の髙木晶です。 

 ライトアップは不要です。前にも幾つかありますので。 

 既に議論になっていますが、小泉内閣発足以来の１０カ月、ますます景気は落ち込んで、企業

倒産も失業率も最悪の事態です。小泉内閣と与党は、この失政に反省もなく、不良債権の早期処

理を最大の目玉としたデフレ対策を推し進めています。痛みに耐えれば、あすはよくなるどころ

か、さらに大量倒産と大量失業で国民に激痛をもたらすことは明らかです。デフレ対策どころか、

デフレ加速策というものであります。国民の税金を大銀行に投入し、不良債権処理が大量の倒産

と失業で国民に苦難をもたらす小泉改革のまさに正体が見えてきました。 

 この国の冷たい政治のもとで、市民に最も身近な地方自治体が、市民生活と地元中小企業の経

営を守る市政の運営が今求められています。とりわけ自治体が行う公共事業は、真に市民が求め、

地域経済の反映をもたらすものとならなければなりません。そういう立場から、まず取手駅西口

北地区開発について市長の所見を伺います。 



 西口北地区開発、平成５年事業計画の認可を受けました。面積は6.５ヘクタール、言わなくて

も皆さん御承知のとおりでありますが、念のため、北土地区画整理事業は、事業費１９９億円、

当時の一般会計予算に匹敵する、取手市にとって身の丈に合わない、大変無理な大事業としてス

タートをしたのであります。その上Ａ街区への商業業務施設に大型店をキーテナントに呼び込む

再開発事業との合併施工としてスタートしました。バブル崩壊による地価下落によって事業費を

１５３億円に見直したのが平成１０年、この時点でもともと無理な計画が、さらに見通しが立た

なくなっていました。大型店誘致に応じるキーテナントもなく、共同ビル化もまとまらない。大

幅な計画の見直しをすべき時期でした。しかし、一度立てた計画の大幅見直しを行う勇気を、市

長はそのときは持ち合わせておらず、今日まで来てしまいました。傷は浅いうちに手当てが必要

です。 

 区画整理事業は、全体のあの地域の高低差を無理やりに平らにするのではなく、地形を生かし

て道路、排水整備など必要最小限の基盤整備に縮小、見直しを図ること。Ａ街区に建設予定の再

開発ビルについては、既に破綻した当初計画にこだわらず、まずは白紙に戻して地主の意見を十

分聞いた上で適切な規模に見直すなど再検討すべきだと考えますが、市長の見解を求めます。 

 第２に、Ｃ街区のＰＦＩ方式による駐車場ビル建設計画についてであります。 

 さきの２月１５日の臨時議会全員協議会での市の当初計画についての報告は、この計画の無謀

さを改めて一層はっきりさせました。そもそも私たちが当初から指摘をしたきたように、ＰＦＩ

促進法は、民間事業者にとっては、財政的にも税制的にも至れり尽くせりの法律です。事業はで

きる限り民間業者にゆだねる。行政の関与は最小限にする。民間事業者の収益性を確保する。す

なわち公共は口を出さずに金だけ出して民間任せで、民間事業者の収益確保を最優先するという

ものであり、公共側の財政負担が軽減されることなどあり得ないと考えるのがごく自然な見方で

あります。それらのことは、これまでの市の報告からも既に明らかではないでしょうか。 

 Ｃ街区への駐車場の必要性がどう考えても認められません。それは駅周辺の地元商店の営業に

とって、駅前に車が集中することは、マイナスになってもプラスにはならないということ、そし

て駅周辺にはとうきゅうを初め時間貸し駐車場は現状で十分余っています。さらに、だからこそ

駐車場ビル経営の採算は合わないのも明白であります。 

 さらに問題は、事業概要書でのＶＦＭ評価、現在価値換算で市施工で４８億5,０００万円、Ｐ

ＦＩ方式で４７億5,０００万円とわずかにその差は１億円です。３０年という長期の事業でのわ

ずか１億円の行政側の持ち出しが少ないからいいのだと自信を持って市長は言い切ることができ

るでしょうか。その上、事業計画の建設費の概算が余りにずさんであることは、さきの２月１５

日の全員協議会で指摘をしたとおりですが、明確なお答えがありませんでしたので、再度お尋ね

をするものであります。 

 昨年の３月の駅周辺対策特別委員会で事業概要書が出されました。それからこの２月１５日の

全員協議会でさらに新たな事業概要書が出されました。この中で特に私が問題にしたいのは、こ

こにわかりやすく書いてまいりましたけれども、議員の皆さんも改めて確認をする意味で、市長

もこちらを見ていただきたいと思うんですが、平成１３年３月に出された事業概要書では、ＰＦ



Ｉ事業部分、公共部分の工事費が１２億3,０００万円でした。総事業費が２５億円でした。平成

１４年２月１５日の全員協議会で出された資料では、ＰＦＩ事業部分が１７億6,０００万円と５

億円膨れ上がりました。そして収益事業部分は４億1,５００万円、トータルで総工事費が２１億

7,６００万円というぐあいになっています。全体のビル建設工事費が３億3,０００万円下がって

いるにもかかわらず、公共部分の負担が大幅に５億円もふえています。この件について全員協議

会で私は質疑をし、答弁を求めましたが、全く納得のいく答弁がありませんでした。再度この点

について納得のいく説明をしていただきたいと思います。でなければ、このような３０年間にわ

たって５０億円近い事業を要する予算を提案する資格が問われると思います。 

 このようなずさんな計画、これを審査されたＰＦＩ工事業者選定審査委員会の皆さんが、この

計画を丸ごと新日鐡グループに任せきり、言いなりのものと言われても、言いわけができないの

ではないでしょうか。全くずさんきわまりない、目的が不明で不必要、ＰＦＩ方式による駐車場

ビル建設は中止すべきであると考えますが、市長の答弁を求めます。 

 西口の開発の最後に、Ｂ地区についてであります。市は既に学生寮敷地の購入を、学生寮の廃

止を前提として、１５年度にでも買うという計画を伺っています。今深刻な不況の中で学生寮の

存在が見直されており、貴重な県の施設です。建てかえ、存続、複合化を県に求めるべきである

と考えますが、市長は県にその意思がないから、土地を買わないと事業が進まないんだとこれま

で言われてきました。急ぐ必要はありません。この道理のない、市民に新たな負担を負わせる土

地購入はやめるべきだと考えますが、市長の答弁を求めます。 

 公共事業についてであります。 

 ムネオハウスに端を発したこの宗男疑惑は、外務省ばかりか防衛庁まで広がりました。さらに

警察にまで圧力をかけていたことが明らかになりました。これにとどまらず金権腐敗の疑惑は、

加藤自民党元幹事長の元秘書の脱税疑惑、まさに恐るべき底なしの疑惑であります。来週早々に

は鈴木氏の証人喚問が行われますが、徹底した真相の解明が求められています。 

 一方、地方政治の分野でも、数々の公共事業汚職で逮捕者が相次いでいます。しかし、これら

は氷山の一角であり、当市も他人ごと、対岸の火事では済まされません。昨年２月の臨時議会に

かかった取手小学校改築工事の契約案件は、一般競争入札で行うべきものを、入札規則にも反し

て指名競争とし、談合の疑惑が持たれました。疑惑があるにもかかわらず予定どおり入札を実施

し、議会でも大問題になりました。その教訓を生かすことなく、今回の宮ノ前森林公園の工事入

札においても、談合情報が寄せられたにもかかわらず、調査も行わないまま予定どおりの入札を

行いました。既に先ほど議論もあったように、入札の結果、落札率が何と、ほとんど１００％近

い。この結果から見ても、ほぼ談合が行われたことは確かだと思われるが、なぜ一度ならず二度

までも、調査も行わないまま入札を実施したのか。事の経過からすれば、情報を漏らした者がい

ると考えるのが常識であり、当然入札を延期し、調査すべきであったと考えるが、市長の見解を

求めます。 

 同時に、今回の入札に関し十分な調査を行い、事の真相を明らかにすべきであると考えますが、

あわせて市長の所見を伺います。 



 なお、入札制度の改善については、当然談合をしにくくし、高値受注を防ぎ、情報漏れ、情報

漏らしをなくすなど、透明、公正、競争の原理を働かせる、その基本は一般競争入札であること

は言うまでもありません。もちろん地元企業の仕事の確保のために、分離分割発注と条件つきは

当然のことであります。先ほどまでの議論もありました。入札制度の徹底した改善を求めるもの

であります。 

 公営住宅についてであります。 

 ことし２月の県外部監査報告は、長引く不況で県営住宅への需要は一層高まっているとしてお

ります。平成１４年１月現在、県営住宅待機者は1,７２９人と毎年入居待ちが増加しております。

県第８期住宅建設計画５カ年計画では、公営住宅建設2,９００戸、高齢者向け住宅建設1,４００

戸となっています。県住宅課は市町村からの要望があれば積極的に進めたいと言っているようで

あります。８期住宅建設計画５カ年計画初年度のことし、県に県営住宅建設を要請すべきだと考

えますが、市長の見解を求めます。 

 県営住宅は、かつてピーク時は４団地７０戸がありました。現在３団地１４戸と激減していま

す。市営住宅は、昭和４９年には４７６戸あったものが、現在では３２１戸と減少をしておりま

す。取手市の公営住宅の比率は、県内２１市中最下位の1.０９％、県営住宅比率は２１市中下か

ら５番目の0.０６％となっております。茨城県下で最も都心に近い取手市で、公団住宅とともに

公営住宅の必要性はますます高まっています。市長に県営住宅の建設、そして市営住宅の建てか

え、修繕、改修を進めていただきたいと考えますが、市長の見解を求めます。 

 質問の最後は排水問題です。 

 新年度予算には引き続き相野谷川浄化として生活排水、汚濁水路浄化施設の維持管理費、相野

谷川上流の水質浄化対策としての関係予算が計上されています。この浄化施設にこれまで要した

費用は、建設費に３億7,３００万円、そしてその後の３カ年の維持費では2,２００万円と浄化の

ための経費が使われてきました。今回質問をしたいのは、その浄化施設のすぐ下流に当たる宗仁

会わきはまさにへどろがいっぱいのどぶ川です。また、その相野谷川と並行する用水路も汚水が

流れ込み、周辺の稲作農家の皆さんを困らせています。 

 岡堰土地改良区の理事長の立場にもある市長も、既に現場の状況については先刻御承知のとお

りだと思います。公共下水道の北部幹線も既に新取手下まで延びておりますが、いまだ駒場周辺、

県道水海道線沿線には枝線の整備がされておりません。その沿線の汚水が流れ込んだ結果であり

ます。新取手の汚水が浄化施設によって浄化されても、その下流部への汚水の流入は、長年放置

されたまま、これでは幾ら上流部の水質浄化が図られても、下流部はもとのもくあみ、どぶに金

を捨て続けているようなものであります。急ぎ改善を求めて市長の答弁をお願いし、第１回目の

質問を終わります。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  髙木晶議員の御質問に御答弁申し上げます。 

 先ほども幡議員さんの方の御質問で御答弁、あるいは稲葉議員さんの方、今までもそれぞれの



お立場での問題提起もいただいているところでもございます。それぞれの立場での考え方、意見

というものは、やはり大事に受けとめていくべきであろうと。そういうことで今日までも皆さん

の御意見を十分に参考にしながら、既に乗りかかったというよりも、その出発になってきている

わけでありますから、内容等については責任のある取り組みをしなくてはならない。 

 先ほども触れましたけれども、今までの長い取手市の懸案でありまして、できたら自力で駐車

場、駐輪場をつくりたいということで来ていたわけであります。ただ、それをするのにはもちろ

ん予算の確保もさることながら、周辺の区画整理事業を含めての道路の整備も必要だというよう

なことで、渋滞の困惑したといいますか、渋滞でどんなにか朝に晩に困ったと。苦情も山ほど来

ていたことでもありましょうし、現実お互いにあの場に出くわしてみますと、大変だなという現

実を受けとめながら、何とかして駅というものがいかに地域発展の中心的なものであり、シンボ

ル的なものであり、イメージアップにつながるものであろうかということは、東口があのように

立派に完成してみますと、全く長い間皆さんが苦労をし、努力をし、御協力をいただいて、あれ

も１８０億円余の投資ということでありましょうが、地元の方にしてみれば、それは今度は逆に

固定資産税の方の問題もありましょうけれども、しかし、それだけに見違えるほどの環境になっ

てきたということで、総合的なまちづくり、そして相乗効果というようなことは、はかり知れな

いものがあります。 

 西口はということになりますと、これまた駅と接した極めて有望な土地柄であっても、起伏の

ある、高低差もあるところで、なかなか手をつけにくい。そういう面もあって、区画整理事業と

いうのも以前から言われてきたものでありました。そういうことで、それぞれの横の連携を図り

ながら、駐車、駐輪場をつくりましょうと。これは先ほども答弁したとおりでありますけれども、

そういうことで始めたわけであります。おっしゃられるように極めて重い責任を感じながら、直

面している重要課題としてこれを取り組まなくてはならんなと、そんな思いで今この事業に取り

かかった次第でもございます。 

 見直しということでは、内容的なものについては、９グループの審査過程の中で、努めて負担

の軽減というよりは、負担の関係も重視をして、後年度の、そうしたた３０年の相互の協定とい

うことについても、十分検討した中で今基本構想を進めるところになっているということであり

まして、ぜひとも、今のままでよろしいということが前提になっておられるのかとも思いますけ

れども、余りにも朝晩の混雑はひどいということで、多くの方から何とかしなくてはならんだろ

うということでもありますので、その辺は再度御理解を賜りますようにとお願いするところでも

ございます。 

 なお、Ｂ街区の方も、この前も御質問がありまして御答弁申し上げましたように、決してすぐ

に買うとか、向こうも売るとかと、そんな単純に話が行き交うわけではなくて、大きな事業の中

で、あの土地をどう扱うかと。そういう中では、これも御案内のように随分と、もう２０年来の

経過をたどっているわけですよね、学生寮のあり方ということでは。ですから、バブルのころか

ら、あそこに下宿をしなくとも、こういう交通環境が整ってきたので検討すべきだろうというよ

うなことできたわけであります。そういう総合的なあの地域の取り組みの考え方の中で、県と市



とは、それは売ってもいいよ、買ってもいいよというような話はされましたけれども、それは慎

重な中にも慎重を期して、と同時に、お金はないですから、買うといっても買えるはずはない。

ただ、事業を進める上においては、その辺を相互に、県は手放してもいい、うちの方でもあそこ

は全体の中で受けとめたことで土地利用を図っていけるようにと、そういう内容なんです。です

から、そうした一概に大金をなんということは当然あり得ないことでもありますが、全体計画の

中でいい土地利用を図っていきたいということでございます。 

 公共事業のあり方についても御指摘がありましたように、今日のこうした少子・高齢社会とい

う直面している問題を真摯に受けとめた中で、こうした取り組み、あるいは公共事業というもの

にも、基本的には先ほど来のお話のように、いかにして税収を上げるか、上げられるようにする

か、全くこれは容易ならざることでありまして、まさしく入るをはかって出るを制す、これをい

ろいろとその言葉の裏腹になるものまでも相互に検討を加えながら、何とかして土地利用という

ものを、多くの皆さんの御協力をいただき、また、多くの皆さんの御理解の中で進めなくてはな

らんということであります。 

 公共事業の取り組みも、先ほど来触れますように事前公表ということであります。全くオープ

ンの形でありまして、御指摘のようなことですが、それもはっきりとした裏づけがあれば、これ

は当然そこにストップもかかるだろうし、入れかえもあるだろうしということでしょうが、そう

いう事実関係を見きわめるということの方法が難しいんですね。そういうことでそれぞれがかな

り工期も制約されたものであるだけに、裏づけとして皆さんがそうしたことはありませんよとい

う誓約書を信じるということで進められてきているというわけでございます。 

 外務省を初めとする一連の昨今の問題は、多くの国民が関心を持って見つめているということ

でありまして、所管の方で今取り組んでいることが、ニュースとして伝えられているわけであり

ます。これも見方はいろいろあるようですが、今までの倣いですから、地元の方をやらせたとい

うようなこともあったのかどうかだけれども、問題はさらに深いようですから、そういうことで

今後の状況の推移を報道の中でとらえていきたいと思っております。 

 公営住宅の整備拡張でありますが、これも既に今までの中で住宅マスタープランのお話も申し

上げておりますように、中堅クラスの職員と、またこれにふさわしいといいましょうか、関係の

ある民間の委員さんを含めた策定委員会の中で、既に数回にわたって会議が進められてきており

ます。そういうことで、これからの取手市の住宅マスタープランを進めていきたいと思っており

ます。 

 先ほどの話の繰り返しになりますけれども、空き室はかなりある。あるけれども、公営住宅は

公営住宅という考え方でありますが、しかし、公団を初め民間の、特に民間の方はいいものも空

いているということで、なかなかこれも苦労されているお話もお聞きしますので、そうしたもの

も踏まえながら、いい方向のマスタープランができまして、早い機会に公営住宅ということで皆

さんにも供給できるようなことを望んでいるということでございます。 

 駒場、これは私もしょっちゅうあの辺、監視しているわけではないが、歩いてもみておりまし

て、随分前からこの件については取り組むようにということで、既に取り組んでいます。という



ことで御了解いただきたい。既にそれに着手しております。 

 ○議長（関根豊君）  ２４番髙木晶君。 

                〔２４番髙木晶君登壇〕 

 ○２４番（髙木晶君）  ２回の質問。今回はまだ２５分ばかりあるようですので。 

 ＰＦＩについてはお答えになりません。なりませんのか、なれませんのか、市長がお答えにな

れないとすれば、助役にお答えをいただきたいのですが、助役もお答えになれないかもしれませ

ん。それは、先ほどＰＦＩの法律のこういう本をいただきました。その法律の一部を先ほど若干

主観を加えて読み上げましたけれども、要するにこの法律そのものが、民間言いなりでやりなさ

いよという趣旨の法律ですね。これを審査した方々はどんな方か、改めてＰＦＩ事業者選定審査

委員会名簿、学識経験者４名、学識経験者４名といいましても、県の都市計画の方であるとか、

開発を進めたい皆さんですね。そのほか地区代表の方が１人、この地域の大地主さんです。それ

と大澤助役と都市整備部長です。この審査委員会で出された提案を審査した結果、新日鐡グルー

プのものを採用するという、優先権を与えるという結論をお出しになったわけです。ですから、

ここの議場にいらっしゃる中では、大澤助役か都市整備部長のどちらかからお答えをいただくこ

とが、もう少し具体的なお答えをいただくことになるのかなと。それとも市長は答えるなよとい

うふうに言っているとすれば、答えられないでしょうけれども。 

 きょうどうしても答えていただきたいのは、３０年にわたって長い事業であるにもかかわらず、

わずか１年間でＰＦＩ方式による事業部分が５億円もはね上がった。ずさんだったら、ずさんだ

ったのですみませんと謝っていただければいいんですが、そうでなければ、きちっと説明をする

必要がある。説明ができなければ、予算を引っ込めていただくということしかないのだろうと思

うんです。そのＰＦＩについて、もう一度明確な答弁を、予算を上程したものを、再提出をする

ために検討するということであれば、一番結構なことですが、そういかないとすれば、納得がい

く説明が必要だというふうに思います。 

 区画整理事業については、どうしても一たん決めたものだから、見通しは明らかではないけれ

ども、手さぐりだけれども進めたいというような市長の答弁のようでありました。 

 Ｂ街区の学生寮についても、一気に金は出さないけれども、少しずつ出して買うんだよと。 

 ＰＦＩの駐車場ビルもそうですよね。当座取手市が金を一気に持ち出さなくていい方法だから、

先は見えないけれども、せいぜい年間１億円とか、１億5,０００万円程度で済むものなら、やっ

てみましょうよと、とにかく。いうような極めて無責任な、本当は無責任ではないかもしれませ

んよ。議会の答弁から聞く限りは非常に無責任、市民の税金が将来どれだけ、今は債務負担行為

で４７億円でしたか、５０億円弱ですよ。これが採算が合わなければ、次々に際限なく市税が投

入されるというのが、このＰＦＩ法という法律の趣旨になっているわけですから、一たんこの事

業を進めてしまえば、後戻りできなくなってしまう。相当の市税を投入することを覚悟しておら

れるのか。もっとも市長は３０年間はどんなに健康であっても、市長をやり続けるわけにはいき

ませんから、来年の４月にはまた……。 

 ○議長（関根豊君）  髙木さん、余計なことは言わないで。 



 ○２４番（髙木晶君）  余計なことかもしれませんが、お答えがないものですから、余計な

ことを言わざるを得ないと。失礼をいたしました。ぜひ簡明に、しかもわかりやすい答弁をいた

だきたいと思います。 

 それから、公共事業の問題についてですが、談合疑惑があったんですね。事前に情報が寄せら

れました。前日の夜中に新聞社に談合情報が寄せられて、新聞社から翌日、入札の当日、朝、市

にその情報が寄せられたと。審査委員会を開いた。その開いた審査委員会には、どうも聞き及び

ますところによると、委員長が不在であった。もちろん審査委員会の委員長がいない場合は、総

務部長が代行するということにはなっていますけれども、そういう中でまともな調査ができなか

った。にもかかわらず入札を予定どおり進めた。その結果が極めて談合したということが明らか

に見受けられるような結果、落札率がほとんど９７％、８％、９％でした。これは事前に予定価

格を知らせたからそうなったんだというような見方も一部にはあるようですが、そうではありま

せんね。談合の結果、そうなったというふうに見るのがごく妥当な見方だと思いますので、市長

においては、大澤助役指名委員会委員長においては、事後の調査になりますが、情報が漏らされ

たと思われますので、内部の調査をまずしていただけるかどうか、御答弁をいただきたいと思い

ます。 

 公営住宅についてですが、マスタープランを策定中、予算上では本年度の予算ですから、３月

末日までにできるものですから、ほとんどできているんだろうと思いますので、その中で県営住

宅、市営住宅の位置づけはどうなっているのかお尋ねします。 

 それからもう１つ、市営住宅の空き家があるというふうにおっしゃったのか、市内全域に民間

のものも含めて空き家があると、両方言われたんだと思いますが、市営住宅ですが、現在３８戸

空き家があると聞いています。何でこんなに空き家があるんでしょうか。市営住宅に入りたい方

は、私のもとにも結構相談が寄せられるんですけれども、修繕の予算が少ない。募集をするにも、

修繕ができないから募集ができないという実態があるようです。仮にそういうことがあるとすれ

ば、財産管理上の問題で極めて重要だと思います。直ちに３８戸の改修をするための予算を計上

して、修繕を進めていただきたいというふうに思います。 

 駒場下の排水については、県道水海道線の両わきの雨水排水に流れ込んでいるものが、駒場下

の農業用水路、相野谷川にも流れ込んでいるということで、それは改善するんだということです

が、どのようなことでの改善策を検討され、実施されようとしているのかお尋ねします。 

 以上です。 

 ○議長（関根豊君）  答弁を求めます。市長大橋幸雄君。 

                〔市長大橋幸雄君登壇〕 

 ○市長（大橋幸雄君）  細かい関係もお尋ねのようでありますので、担当の方から補足説明

をさせますが、最後の駒場の関係は、地形的な面もありますから、マンホールのところまで圧送

して、あとは自然流下ということで、既にそうしたことで取り組んでいるところであります。 

 ○議長（関根豊君）  補足答弁を求めます。都市整備部長長塚治君。 

              〔都市整備部長長塚治君登壇〕 



 ○都市整備部長（長塚治君）  それでは、市長の補足答弁をさせていただきます。 

 １３年３月、委員会でＰＦＩ事業の事業費、本当に大まかに御説明しました。そのときは駐車

場のみの積算でございまして、行政フロアが入ってございませんでした。それが１点。 

 もう１つは、あそこは高低差が激しいところでございまして、擁壁を兼ねたビルの構造にする

ような積算も当時本当にしておりませんでした。 

 それと、土の処分、約5,０００立米残土の処理が出てくるんですが、その処理費も平成１３年

３月当時は積算してなかったと。単純に駐車場ビルの積算だけであったということでございます。

その関係で今回は約５億円程度ふえたというような原因でございます。 

 以上です。 

 ○議長（関根豊君）  補足答弁を求めます。助役大澤健治君。 

                〔助役大澤健治君登壇〕 

 ○助役（大澤健治君）  最後の件にだけお答えしますけれども、談合情報があったのにその

ままやったのはどういうことか、それに私が不在だったのではないかということなんですけれど

も、私はそのときは別途別の議会に参加していて、役所にはおらなかったんですけれども、もた

らされた情報が間接的なもので、どの工事か、実際６つの土木工事ですか、建設工事が発注され

たんですけれども、どの工事で、どういうものかというものが具体性がなかったということ、そ

ういったところを踏まえて、担当部長ほかの委員でいろいろ議論して、調査といいますか、聞き

取りもして、そのまま入札をしたということです。 

 それに関して後追いの調査をするかどうかというお話なんですけれども、今のところ調査する

予定はございません。 

 以上です。 

 ○議長（関根豊君）  環境経済部長木村榮夫君、補足答弁をお願いします。 

              〔環境経済部長木村榮夫君登壇〕 

 ○環境経済部長（木村榮夫君）  市長の補足答弁をさせていただきます。 

 駒場下の排水の問題でございますけれども、先ほど市長が御答弁申しましたように、工事の方

については、自分も発注をして、結論から申し上げますと、業者の方で発注をして進んでいると

いうことでございますが、経過をちょっと御説明しますと、平成１１年の７月に県の立ち入り検

査がございまして、駒場の事業所からの排水状態が悪いということがございました。事業所から

の水質汚濁防止法の特定施設の届け出がないようでは、法の排出基準の未適用でございます。１

日３０立米以下ということでございました。事業所ではその排水対策のために処理施設を設置し

てございましたけれども、メーカーとのトラブルもありまして、施設が完全に機能していないと

いうような状況でございました。その後法の排出基準の対象でないものの放置できないというこ

とで、県、市と事業所で話し合いをしまして、とりあえず処理施設で油分を除去できるよう改善

をして、指導してきたところでございます。 

 その後県から事業所に対して排出水の改善及び排出量の報告の指示がありまして、昨年の１２

月に県南地方総合事務所において、県、市が事業所に対してヒアリングを行いまして、その結果、



排出量は１日８０立米ということでございまして、それらの状況から、水質汚濁防止法の規制対

象ということが確認されまして、事業所からは処理施設の新設、また、公共下水道への接続とい

う改善案が示されまして、事業所では県、市の指導により公共下水道接続に向けて準備を、先ほ

ど市長の方から御答弁申し上げましたように進めまして、ポンプアップの施設をつくりまして、

公共下水道の本管の方へ接続するというようなことで、一部は既に業者の方で発注済みというこ

とでございます。よろしく御理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（関根豊君）  ２４番髙木晶君。 

                〔２４番髙木晶君登壇〕 

 ○２４番（髙木晶君）  ＰＦＩですが、それ以上のお答えはできないんでしょうか。私は先

ほど念のため、事業概要書の３月時点のと、ことしの２月に出されたものとの比較を出しました。

全体の事業費、収益部分も含めた事業費が減ったんですよね、約４億円。ところが全体の建設事

業費が減ったのに、ＰＦＩ事業部分の工事費が５億円はね上がったんですよ。要するに公共の持

ち分が大幅にふえて、全体の総建設費は減っているということは、おかしいのではないですか。

新日鐡グループの提案をしたものを、無条件にこの審査委員会ではめくら判を押しているのでは

ないですかというふうに問うているんですが、先ほどの部長の説明では、全くその説明になって

おりませんので、再度御答弁をいただきたいと思うんです。 

 それから、入札についてですが、調査する意思はない。これは何回繰り返せばいいんでしょう

か。また同じようなことが起こり得る。要するに予定価格の事前公表をして、郵便で郵送したと。

その際には業者にはほかの業者、どの業者が指名されているかわからない。わからないはずなん

です。でも入札の結果は、談合がありありなんですよね。談合したというふうに私は断定はでき

ませんが、証拠はありませんから、なかなかうまくやっているようですから、そこは調査をすべ

きだと、そういう疑惑がある限りというふうに思いますので、もう一度御答弁をいただきたいと

思います。 

 それから、市営住宅の修繕について、空き家があっても募集できない理由は何なのか。予算が

なくて修繕ができないから募集ができないというふうに私は思うんですが、であるとすれば、予

算を直ちに計上して、財産の有効的な活用を図るべきだというふうに考えますので、再度答弁を

いただきたいと思います。 

 以上です。 

 ○議長（関根豊君）  髙木晶君の質問は、今５３分を過ぎていますので、答弁は簡潔にお願

いいたします。 

 答弁を求めます。都市整備部長長塚治君。 

              〔都市整備部長長塚治君登壇〕 

 ○都市整備部長（長塚治君）  補足答弁をします。 

 内容的には先ほどと一緒なんですが、総体的に減ったとすれば、収益施設の内装部分を当時は

積算しておりました。その部分は、今度はテナントで入る方に内装をやっていただくということ

で、それは削ってございます。 



 以上でございます。 

 ○議長（関根豊君）  補足答弁を求めます。建設部長菅谷正雄君。 

               〔建設部長菅谷正雄君登壇〕 

 ○建設部長（菅谷正雄君）  それでは、市長の補足答弁をさせていただきます。 

 市営住宅の修繕費でございますが、平成９年より平成１３年まで１億5,０００万円かかってお

ります。年間3,０００万円ずつをかけて修理をしているところでございます。市営住宅の修繕に

ばかり全部使うわけにいきませんので、そのほかのライフライン等もありますので、これで御了

解を願いたいと思います。〔「空き家は放置しておくの」と呼ぶ者あり〕いや、放置というわけ

ではございませんので、全部が修繕できるように努力をしてまいります。 

 ○議長（関根豊君）  補足答弁を求めます。財政部長斉藤努君。 

               〔財政部長斉藤努君登壇〕 

 ○財政部長（斉藤努君）  それでは、補足答弁を申し上げます。 

 談合について調査を求める再度の御意見かと思いますが、私が代理で公正入札調査委員会を行

いました。これは責任を持って実施しておりますので、マニュアルどおり執行したと考えており

ます。そういう中で事後の調査は予定しておりません。よろしくお願いします。 

 ○議長（関根豊君）  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（関根豊君）  異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会いたします。 

 なお、１１日の本会議は、午前１０時より開会し、引き続き一般質問、議案質疑、請願・陳情

付託を行ってまいります。 

 議会運営委員長に申し上げます。この後議会運営委員会の開催をお願いいたします。 

 以上です。御苦労さん。 

                 午後４時５９分延会 
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